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Ⅰ 上田市 自治会調査の課題と内容

ⅠⅠ 上田市自治会の現状

(1) 自治会の組織構成と歴史

(2) 自治会長の属性

(3) 自治会運営の特徴

(4) 自治会活動の特質

(5) 自治会と自治体行政との関係

lIl 上田市 自治会の特質と今後の課題

l 上田市 自治会調査の課題と内容

本報告は,昭和54年 8月および55年 2月に実施

した ｢上田市 自治会の活動と現状に関する調査｣

のまとめと分析である(I)0

この調査での課題設定は,次のよ

うなものであった｡すなわち,上田市

という地方自治体の行政区域の形態を

とるひとつの地域社会の構造と特質を

解明してい くための ､､出発点 Lとして,

地域諸集団とくに自治会の現状と特質

の分析を据えたこと,その際に,理論

的には未成熟なものであるが,ひとつ

の地方自治体を対象とした地域社会の

社会構成として仮説的に示した図式

〈図 1)の中で,地域諸集団の相互連

関とそれぞれの組織 ･活動 ･要求水準

のあり様を内容とする ｢社会形態｣に

自治会を位置づけ,産業構造,共同生活

諸条件,自然的･地理的･歴史的･文化

的諸条件などの ｢基礎的条件｣と自治

体行政および議会を中心とする ｢政治

･行政構造｣ との対応関係ないし両者

の媒介過程において自治会を分析していく枠組が

念頭に置かれていた｡

地域集団ないし住民組織の分析を基点とし,そ

れとの関連で地域社会を総体的に把握していくと

いう視点は,社会学的な地域研究のひとつの手法

であるが,｢社会形態｣としての自治会を,｢基礎

的条件｣と ｢政治 ･行政構造｣との対応関係ない

し両者の媒介過程において分析することは,自治

会という地域集団を研究していくための視点とも

なっている｡

このような枠組を前提としつつ,自治会調査の

ための具体的な柱として,(1)自治体行政と自治会

との対応関係,(2)地域生活問題と自治会活動との

関連,(3)自治会の組織 ･活動 ･要求水準 (組織運

営の形態 ･リーダー層の性格 ･住民の階層構成と

(図1)地域社会の社会構成
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要求水準)の3つが課題化された｡

上田市自治会調査のためのこの3つの課題の内

容を敷宿すれば,(1)は行政の下請ないし協力機関

として否定的に論じられることの多い自治会のも

つ特質を,現状に即して解明するという課題とし

て,(2)は地域生活の諸条件の全般的悪化に対応し

て,自治会が住民の生活 (防衛)組織としての機

能を果たしえているのか否かを明らかにしていく

課題として,そして,(3)は(1)と(2)のある意味では

対立的な自治会のもつ特性 ･機能を内部的に規定

すると考えられる構成員の特質を分析する課題と

して,それぞれ設定されたものである｡換言すれ

ば,そして,図式的に言えば,自治体行政一一自

治会-一地域生活問題の相互連関の中で,自治会

それ自体の組織 ･活動 ･要求水準の実態を把握す

ることによって,上田市自治会の現状と特質を解

明していこうとすることが,この課題化の内容で

ある(2)0
さらに,この調査で重視したもうひとつの視点

は,自治会活動の圏域性をめぐる問題である｡そ

れは具体的には,後に詳しく触れるが,上田市自

治会の組織構成の各レグェルの中で,地区自治会

連合会の地域的範域がもつ位置と意味を検討する

ことである｡この地域的範域は,基本的に旧村を

基礎としており,その意味では歴史的に形成され

た生活圏としての側面をもち,自治会活動との関

連で言えば,単位自治会から提出される諸要求の

一定の集約がこの地区のレグェルで行なわれてい

る｡同時に,単位自治会を基糧的な単位とし,そ

れと市域全体との中間的な行政単位としてもこの

範域は位置づけられている｡

このような地区をめぐる生活圏としての側面と

行政単位としての側面との相互関連の問題,また,

個別の自治会では処理しえない地域生活問題の増

大という状況の中で,これらの諸問題を解決して

いくうえでの地区という範域がもつべき役割の問

題 (例えば地区計画の可能性)等を,地区レグェ

ルの自治会活動の現状の把捉を通して検討してい

くことが,自治会活動の圏域性を重視する視点か

ら導出される課題となる｡

次に,この調査では,2つのレグェルの対象を

設定し,それらに対応する2つの方法を用いた｡

ひとつは,上田市に存在する152の単位自治会の自

く表 1> 調査票の地区別回収結果

地区名 項 目 単位自治全数 回 収 数 回収率 (%)

東 部 7 5 71.4

南 部 8 8 100.0

中 央 9 8 88.9

北 部 10 9 90.0

西 部 12 9 75.0

城 下 9 8 88.9

塩 尻 3 2 66.7

川 辺 .泉 田 10 10 100.0

神 川 13 ll 84.6

神 科 15 10 66.7

& & 15 15 100.0

中 塩 田 12 10 83.3

東 塩 田 6 6 100.0

富 士 山 3 2 66.7

西 塩 田 7 5 71.4

別 所 4 3 75.0

川 西 9 4 44.4

計 152 125 82.2

治会長すべてに対して行なった,組織形態･運営,

活動内容､自治体行政との関係,地域生活問題へ

の対応,等の項目に関する調査票を用いての調査

である｡この回収結果は,(衰 1)のように,地区

別での高低はあるが,全体で82.2%の自治会から

の回答を得た｡もうひとつは,17の地区自治会連

合会の中から,地域的特性を代表すると見倣しう

る8地区を選定し (この選定基準については,ⅠⅠ

-(1)-(b)の項を参照されたい),それぞれの地区会

長に対して行なった,地区の歴史･地域的特性･重

点課題･連合会の運営,等の項 目についてのヒア リ

ング調査である(3)0
この2つの調査,とくに単位自治会の全数調査

によって得られた結果についての分析は次章で行

なうが,その前に,上述の調査課題との関連で,

いくつかの限定をしておかねばならない｡

その第 1は,今回の調査が自治会長を対象とし

ていたことと関わっている｡言 うまでもなく,ひ

とつの自治会を トータルに把捉するためには,そ

の代表者たる自治会長のみの調査では不充分であ

り.構成員の自治会活動への関与,換言すれば,
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先の課題の(3)で示 した当該自治会の住民の階層構

成 と要求水準 のあり様を含めた分析が必要である

が, この点については,調査の諸々の制約条件に

よって,手付かずのままに終っている｡

第 2に, これも先の3つの課題の うち,(1)の行

政 と自治会 との対応関係に分析の重点が置かれ,

既に触れた(3)と,(2)の地域生活問題 との関連で住

民の生活 (防衛)組織 としての機能を自治会活動

の実態に即 してみてい くこと,あるいは,その意

味での典型事例を兄い出し,掘 り下げた解明を行

なっていくこと,については,前者の不充分な分

析を行なうに止どまっている｡

第 3に,地区とい う地域的範域を重視する視点

についても,調査結果の集計を地区レグェルで行

い,それを分析の単位 としたが,地区会長に対す

る調査結果についての分析はここでは割愛せざる

を得なかった｡

以上の諸点から,今回の調査は,上田市自治会

の現状 と特質および地域社会で果たしているその

役割を把握 していくための基礎的調査 とい う域を

出ておらず,上記の課題に沿った解明と,いくつ

かの典型事例を選定しそれらの自治会についての

より詳細な分析を行Yi:ってい くうえでの,さらに

は,その研究を踏まえて上田市 とい う地域社会の

総体的把握を 目指してい くうえでの,第一段階と

しての性格 と位置づけをもつものであることを予

め断わっておきたい｡

(1) この調査研究は,昭和54･55年度の ｢長野大学地域

研究助成金｣を用いて実施したものである｡また,本

稿は､昭和56年6月に名古屋市で開催された ｢第2回

町内会･自治会全国研究会｣において,中間的まとめ

として行なった報告を踏まえて執筆したものである｡

(2)町内会･自治会に関する研究は,社会学の分野に限

定して言えは,地域集団研究のひとつとして,これま

でにかなりの蓄積をもっており,同時に,近年活発な

研究が取り組まれている分野でもある｡その内容につ

いてここで整理する余裕はないが,町内会･自治会の

もつ包括的で多面的な機能の分析を前提にしつつも,

その地域集団そのものの性格づけないし特質の把捉に

ついては,対立的な見解が提出されている｡この研究

動向の整理として,中田実｢地域問題と地域住民組織｣

地域社会研究全編 r地域問題と地域政策j時潮社 19

80年,をあげておく｡

この論文の中で中田は,町内会･自治会のもつ枚能

を ｢地域管理の扱能｣とした上で,次のような示唆的

で重要な指摘を行なっている｡すなわち ｢-･-町内会

は r共同消費手段Jの管理を中核的機能とし,その管

理のための組織として編成され,この管理の r共同社

会的j性格と現実の消費 (利用)との矛盾をはらみ,

また他のレベルの管理主体との相互浸透と対立の関係

(権力との関係もここにあらわれる)を保持しつつ,

この矛盾の解決による真の F共同社会j的管理の創出

を指向しているということができる｣(同上,15ページ)

とする指摘がそれである｡

この中田の提起を含めて,これまでの町内会･自治

会研究についての,筆者なりの整理とそれを踏まえた

分析枠組の精教化の必要性を感じており,この課題に

ついては別稿を用意したい｡

(3) このヒアリソグ調査のまとめは,｢安井ゼミ論集,

No.1,地域集団の研究｣で行なっておいた｡

ⅠⅠ 上田市自治会の現状

(1) 自治会の組織構成 と歴史

上田市 自治会の組織構成は,(図2)で示 した特

質をもつ 3つのレグェルを区別 しうる｡すなわち,

152の ｢単位自治会｣,旧村を基礎 とした17の ｢地

区自治会連合会｣,単位自治会の全市的な統括組織

である ｢上田市自治会連合会｣の3つがそれであ

る (単位 自治会の-欄は,(表5)を参照)0

以下,各レヴェルでの組織構成と活動について

の基本的な特徴を整理 してみる｡

(a) 上田市自治会連合会 (以下,市連合会と略

チ)は,昭和32年 3月 5日に発効 した会則に基

づいて運営されている｡その会則によって市連合

会の主要な特質を示したものが (図2)であるが,

｢第41回定期総会議事資料｣(昭和54年3月)を参

考にしながら,い くつかの点を敷宿してい くこと

にする｡

まず,役員構成は,会長 1名 ･副会長 2名 ･評

議員14名の計19名であ り,地区自治会連合会長全

員が役員となっている｡ この うち,会長 ･副会長

は17の地区をさらに5つのブロックに分け,それ

が選出単位 となっているようであるが,各ブロッ

クが どのような構成をとっているかは知 りえな

かった｡役員の任期は 1年であるが,昭和54年度

についてみると,19名中10名が再任されている｡

役員会は,年間で 5-8回程度開催 されている｡
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(図2)上田市自治会の組織構成

上田市自治会連合会

役員 :地区連合会長より､

会長1名､副会長4

名､評議員若干名､

単位自治会長より監

事2名をそれぞれ選

出｡

総会 :単位自治会長によっ

て構成､年2回の定

期総会｡

財政 :行政からの交付金と

各自治会の負担金が

主な財源

な活動 :地区からの陳

情･要望の集約と交

渉｡

研修視察､全自治会

に関わる活動の打ち

合わせ

地区自治会連合会

旧村を基礎とした17地区｡

地区会長は19名 (川西地

3名)

役員 :単位自治会長の互

によって会長 ･副

長 ･監事等を選出｡

財政 :単位自治会の負担

と連合会からの地

活動費が主な財源o

活動 :地区毎に異なる｡

複数の地区が連合会を構

しているところもある｡

く -う

単位自治会

152自治会｡

各自治会の内部に隣組 ･

班 ･組合などの小単位を

もっている｡

世帯数の多い自治会では､

部 ･班 ･ブロック等の名

称で中間的な単位を設けて

いるところもある｡

また,総会は年 2回(3月と11月),単位自治会長

の参加によって開催され,3月総会では,年度の

事業および決算報告,新年度の事業計画 ･予算の

提案,各地区からの陳情 ･要望の提出,役員改選

等が,11月総会では,前期事業および役員研修視

察の報告,陳情書の検討等が,それぞれ議題とさ

れている｡

次に,市連合会の財政は,(表2)に示した ｢昭

和 54年度予算書(秦)｣によれば,財政規模が総額

345万円であり,そのうち収入の構成比は,､､依存

財源､､ともいうべき行政からの｢交付金｣(事務委

託料 ･17.4%,視察委託料 ･48.5%)が65.9%,

､､自主財源､､としての単位自治会による ｢負担金｣

が18.6%で,両者を合わせて84.5%を占めている｡

これに示されるように,市連合会の財源は,行政

からの ｢交付金｣に大きく依存しているというの

が収入面での特徴であるO他方,支出の面では,

費目別の構成費をみると,｢事務費｣(15.1%),｢会
議費｣(ll.6%),｢事業費｣(70.8%),｢交際費｣

(1.4%),｢予備費｣(1.0%)となっており,｢事

業費｣が大きなウェ- トを占めている｡支出細目

を構成比の高い順にあげれば,｢研修視察費｣

(54.3%),地区自治会連合会の活動に対する助成

金である ｢地区活動費｣(13.8%),｢役員手当｣

(9.8%),｢役員会費｣(6.5%),｢定期総会費｣

(5.1%)等となっている｡市連合会の収支の概要

は以上のようなものだが,この財政全体の中で大

きな比重をもつ活動は,収入の48.5%,支出の

54.3%を占める全自治会を対象とした他地域の研

修視察活動であり,したがって,財政面でみるか

ぎり,この活動が市連合会の中心的な活動である

といえよう｡

さらに,(表3)によって市連合会の主な活動を

昭和53年度についてみれば,定期総会を中心とし

て,正副会長および地区自治会連合会長の会議を

含む役員会(8回),研修視察(2回),行政当局･

議会-の陳情および懇談会, お祭 り(祇園祭 ･上

田わっしょい)の準備と取 り組み,全自治会対象

の清掃 ･害虫駆除等の活動,他地域からの視察者

との懇談,等が主な活動となっている｡
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(表2)昭和 54年度上田市自治会連合会予算書 (秦)

(収入の部)

科 目 本年度予 算額 前年度予算額 比 較 増 減 説 明

1 交 付 金 2,272,00J∃ 2.040.00dj 232.000 3謂 警 管 霊 1,66072,,80.g｡p]

2 負 担 金 640,415 624,140 16,275 ol世帯 15円×32,561- 488,415円ol自治会 1,000× 152- 152,000円

3 雑 収 入 18.386 30.799 △ 12,413 o預金利子ほか

4 繰 越 金 519,199 492.061 27,133 053年度より繰越金

科 目 本年度予算額 前年度予算額 比 較 増 減 説 明

1)事 務 費 (521,000) (527,000) (△ 6,Ooゆ

1消 耗 品 費 15,000 15,000 0 o事務用消耗品

2印刷製 本 費 75,000 70,000 5,000 o印 刷 費

3通 信 費 8,000 7,000 1,000 o切手 .-ガキ等

4旅 費 50.000 65,000 △ 15,000 o役員費用弁依

5役 員 手 当 338.000 338,000 0 議 6BO,laO.OooFqlqx6瞥矢晶 05?鋸｡綴 42̂̂

6諸 費 20.000 20,000 0 o事務手当

7報 慣 費 15,000 12,000 3,000 o退任地区連合会長記念品代

2)会 議 費 (400.000) (378,Ooゆ (22,Ooゆ

1定 期 総 会 費 176,000 178.000 △ 2,000 o春秋 2回総会費

2役 員 会 費 224,000 200,000 24,000 o役員会 (年 5-7回)

3)事 業 費 位,444,000) α,217,000) (227,000)

1地 区活 動 費 475,000 380,000 95,000 019地区-平均割60% 自治全数割40%

2視 察 費 1,875,000 1.742,000 133,000 o全会長及び役員研修視察汚

3懇 談 会 費 94,000 95,000 △ 1,000 o市理事者､正副議長との懇談会費

4)交 際 費 (50.000) (50.000) ( 0)

交 際 費 50,000 50,000 0 o慶弔費等

5)予 備 費 (35,000) (15,000) (20,000)

予 備 費 35,000 15,000 20,000

(資料出所)市連合会｢第41回定期総会議事資料｣
(昭和54年 3月)
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(表 3)昭和53年度上田市 自治会連合会事業報告

月 日 行 事 名 内 容

3.30 第 39回定期総会 冨悪…32暮夏墓哲 乱 珊 審 議 ､地区別 講 師 讃 択

4_ll 役 員 会 誌 幣 幣 禦 冒幣 玩踊 芝莞禦撃視察､地区活動費の配分

5.iY 自治会長研修視察 東北新幹線小山駅工事現場視察､出席者数 76名

5.27 市長 .議長に陳楕 地区提出議超の陳情及び減反問題､事務委託料の増筋要望､正副会長にて

6.6 祇園祭打合せ 関係自治会長 30名

6上 7メリカシロヒトリ防除 全 自 治 会

7.4 役 員 会 議 理事老懇談会､役員研修視察､国体への協力等について

′′ 窒孟妄芸姦妻､正副議長 各地域の諸問題について

7.13 陳 情 召 市長 より回答

7..11喜 祇 園 祭 参加 自治会 35 みこし90基

7.21 第3回部落差別をな くす市民大行進 全自治会参加

7.29 市民の祭 り 参加自治会 54連 5,400人

7.31 役 員 会 議 小中学校通学区域変更問題､回らん板配布等について

8上 アメリカシロヒトリ防除 全 自 治 会

9.… 宇 役員研修視察 金 沢 市

0上 河川道路清掃 全自治会 (国体による)

0.25 視察者 と懇談 三条市区長協議会 40名と懇談

0.26 正副会長会議 `総会について打合せ

〟 役 員 会 議 総会について

1.7 視察者 と懇談 相投原市､自治会連合会 29名 と懇談

1.20 県自治連総会 正副会長出席

1.28 第 40回定期総会 前期事業報告､役員研修視察報告

1.22 正副会長会議 昭和 53年度会計について

3.2 会 計 監 査 監事による監査会

3.2 役 員 会 53年度会計及び第 41回総会について

(資料出所)市連合会 ｢第 41回定期総会議事貿料｣ (昭和 54年 3月)
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これらの諸活動の中で,地区自治会連合会を単

位として提出される陳情 ･要望を実現するための

行政当局 ･議会 との交渉が,市連合会の位置と役

割を示すものとして注目される｡この陳情 ･要望

は,3月の定期総会に各地区から議題として提出

され,総会の承認を得た うえで正式に市連合会と

して行政当局および議会 (議長)に陳情される｡

昭和53年度については,(表 4)に示されているよ

うに,10地区から13項目の陳情 ･要望が出され,

それぞれについての文書回答が7月に行なわれて

いる｡この側面でみれば,市連合会は,形式的に

は単位自治会一地区自治会連合会というルートで

まとめ上げられる地域要求を集約し,行政にそれ

を提起する窓 口としての役割を果たしており,刺

度化された形態での地域要求提出の重要なノミイブ

としての機能を有しているといえようoただし,

後に触れるように,各単位自治会からも個別的な

地域要求の陳情が行なわれてお り,これらの個別

的要求が, どのような形態と過程を経て地区の要

求として集約されているのか,はそれ独自の検討

が必要である｡

(b) 地区自治会連合会 (以下,地区連合会と略

す)紘,歴史的にみれば,市衝地 (旧上田町)杏

除き,明治21年に制定された ｢市制町村制｣に基

づいて,自然村を統合することによって形成され

た行政村を基本的な地域的範域 としている｡(図

3〉は,現在の上田市に至る町村合併の系譜を上

田市 ･塩田町 ･川西村についてみたものだが,也

区連合会は,いくつかの例外はあるが,明治22年

に成立した行政的な地域的範域をその基礎 として

いることがその図から明らかとなる｡ このいくつ

かの例外とは,｢別所｣地区 (自然村の継続),｢富

士山｣地区 (明治 7年),｢豊殿｣地区 (昭和31年),

｢川西｣地区 (昭和32年)の成立時期を異にする

4地区である｡また,｢川辺･泉田｣地区は,旧泉

田村のうち小泉地区を除いた地域と旧川辺村との

範域で構成されている｡市街地における5地区

(｢東部｣,｢南部｣,｢中央｣,｢北部｣,｢西部｣)の

地域区分が成立した時期とその根拠は定かではな

いが,それ以外の地区は,基本的に旧村を単位と

して形成され,現在17の地区連合会が存在してい

る｡そして,これらの地区の中には,旧塩田町の

単位での塩田地区連合会 (｢中塩田｣,｢東塩田｣,

｢西塩田｣,｢富士山｣,｢別所｣の5地区)や城南

地区連合会 (｢川辺･泉田｣,｢城下｣,｢川西｣の3

地区)にみられるような,複数の地区による連合

を構成しているところもある｡

以上のような歴史的形成過程をもつ現在の地区

を,単位自治会別に世帯数 ･人口の動態,設立時

期,地域特性を示 した く表5〉とそれを地区別に

集計し農家率と世帯数別自治会数を加えたく表6〉
によって類型化を試みれば,(図 4)に示 したよう

な3つの基本類型 と5つのサブ輯型 に整理 しう

る｡すなわち,第 1の｢市街地区｣は,｢東部｣｢南

部｣｢中央｣｢北部｣の4地区で構成されている市

街地域である｡この地域の特徴は,商業 ･住宅お

(表 4) 地区自治会連合会別の陳情 ･要望項目(昭和53年度)

1 蛭沢川の川底にコンクリート打ちを継続促進されたい

2 国道143号線と古舟橋からの合流点附近､交流渋滞解消対策と半過橋架

橋促進について

3 市立体育館を豊殿地区に建設されたい

4 広域農道の整備の均衡と安全対策について

5 生活安全対策上の防火施設の整備促進について

6 地区スポーツセソクーの建設促進について

7 上田橋と古舟橋間提防道路の舗装と改修について

8 田用､雑排水両用水路改修費の地元負担金について

9 消防団の交付金の増額について

10 相染関の浴場増設について

11 消防16分団の詰所新設について

12 交通問題について

13 国鉄駅前附近に自転車置場設置について

(中 央 地 区)

(川 辺 ･泉 田 地 区)
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く表5)単位 自治会別世帯数 ･人口動態 ･設立時期 ･地域特性-潤

昭48年 11 54年8
1日現在 月1日現在

也 自治 会 名 世十l十早 廿口 ㌔ ㌔ 翠iL 地域区 寡 口 冊数 (顔)(%) 篇荏

東部 踏 入 6011,760 6561,756 9.2 0.2 旧 他

泉 町 78 317 118 37451.351.4中間 住

上 常 田 5191,733 圧力1,65415.6 4.6 旧

中 常 田 3961,初 4Z)1,113 6.114.3 旧

下 常 田 149 鶴 133 認 10.717.2 旧

北 常 田 3981.2X) 五31,B17ll.314.9中間

材 木 町 5141,8姫 5:芳1,791 4.3 2.8 旧 商.

南潔 南 天神 町 4851.532 3751,(荘i .733.9中間 商

北天 神 町 4091.諏 3321,164 6.613.0中間 ･住

松 尾 町 92 379 112 :致)21.7 7.7中間 商

鷹 匠 町 147 LB5 137 器8 6.8 17.9 旧 ･住

本 町 143 467 116 :もZ18.927.7 旧 商.住

末 広 町 93 317 gZ Z74 1.113.6 旧 住

大 手 町 3221.072 270 87616.118.3 旧 商.住

泉 ~ 平 - - 107 318 節 ･住

中央 横 町 210 679 181 54513.8 19.7 旧 宿

海 野 町 151 鄭 lZZ 4∈819.216.4 旧 商

原 町 166 531 142 48 14.5 17.0 旧 商

袋 町 83 234 59 1783.923.9 旧 商

馬 場 町 192 aX) 174 517 9.4 15.1 旧 商

田 町 64 1防 51 1盟 a).3a).0 旧 ･住

丸 堀 町 210 卸 lee 班; 8.615.1 旧 宿

木 町 175 612 163 48 6.9 .3中間 商

北 大 手 193 6坦 :玉石 6g748.2 7.4中間 ･住

北部 上川原柳町 3981,m 5161,6eB 29.621.3 旧 他

下川原柳町 126 453 118 371 6.318.1 旧 ･住

愛 宕 町 261 飽 242 74 9 7.312.8 旧 ･住

上 鍛 冶町 76 227 67 1∈x2ll.8 15.4 旧 ･住

鍛 冶 町 261 843 225 71513.8 15.7 旧 他

上 房 山 118 :勤1 1(近 討) 1.015.6 旧 ･住

下 房 山 159 581 140 4& 1.9 17.0 旧 ･住

柳 町 56 184 王2 144 7.121.7 旧 商.住

新 田 1, ,391,知3,(溺 29.4a).8 旧 住

上 紺屋 町 189 591 155 449 8.0a生.0 旧 ･住

堤尻 秋 和 5371,従6 EGO1,幻7 4.3 1.6 旧 他
上 塩 尻 4251,574 4421,5幻 4.0 1.5 旧 他

昭48年111日現在昭54年8月1日

也区 自治会 名 (戸也慕 人口 雷慕 早口 ㌔(%)㌔(%) 翠iL時期地域荏

西部 下 紺屋町 4の1,ZZ4 :571.0:2 ll.4-15.7旧 商.住

鎌 原 1鉄) 545 157 45412.8-16.7旧 宿.住

西 脇 1壬も 5謁 161 4g713.0-16.9中間 農.住

新 町 142 価 135 417 4.9-16.3旧 農.住

諏 訪 部 172 鮎2 170 5お 1.210.4 日 良.住

生 塚 172 6幻 175 616 1.7-4.2旧 良.住

常 磐 町 224 杖)2 275 qお 22.8 15.5節 住

緑 が 丘 191 ∝汀 1g3 544 5.7-10.4巧守問 住

新 星 5211,7EB 63)1,75922.6 1.6中間 住

緑 が 丘北 4CB1.355 4:義1.342 4.2-1.0旧 住

緑 が丘西 ZB 7g3 2防 卸 Z7.8 14.8旧 良.住

城 北 Z2 紳 3131,〔併 34.9 31.8中間 農.住

川辺泉田 上 田 原 121 481 164 ∈溺 :5.524.3旧 農.住

川 辺 町 8162.g方1,1033,545まi.225.0中間 良.住

倉 升 152 516 4〔B1.3坦 _9161.2中間 農.住

神 畑 2701,018 4491,316(箔.3 29.3旧 農.住

下 之 条 177 743 空6 9あ 44.6 2B.5旧 農.住

築 地 124 4庄) 142 51514.5 5.3旧 農.住

東 築 地 123 457 1器 476 9.6 4.2節 住

半 過 125 53; 131 561 4.8 2.8旧 良

福 田 lea ∝8 Z男 837幻.6 37.7旧 農.住

吉 田 174 餌〕 25 81929.3 24.1旧 負.住

川西 仁 古 田 172 731 1!石 7 13.4 6.1旧 農

岡 2込1,脱 訪11.(てご 1.1 0.2旧 農.住

浦 野 Z訂 gX)241 咲)1 7.7 5.2旧 他

藤 之 木 76tZ76 新 住

越 戸 1(2 451 1α7 449 4.9 0.4旧 負

小 泉 3幻 445 4021.5SO18.2 10.7旧 農.住

下 2胆 852 219 飽2 5.3 4_7旧 農

上 室 賀 215 973 213 911 0.9 6.4旧 農

ひばりケ丘 46 154 節 住

城下 小 牧 145 565 15生 574 6.2 1.6旧 農.住

諏 訪 形 3男1,449 4鉱1,648空I.3 13.7旧 農.住

須 ノー 37 159 37 146 0.0-8.2中間 畏

中 村 278 % 3幻1,13422.3 18.7新 農.住

朝 日が丘 15 531 新 住

三 好 町 210 731 183 671ll.4-8.6旧 商.住

御 所 43;1,45 Gil1,91245.4 :3.4中間 住

中 之 条 3Z71,319 4121,4EX)a3.0 16.1旧 農.住
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昭48年11昭54年8

也区 自治会名 Agjf9響口 口 ㌔ ㌔ 翠上ム時期 也琵 地区 自治会名管'I口 (戸)世刺人 ㌔ D/ 翠上ム時期 也域特也慕 慕 (%)(%) 慕帯敬 口 (%) B(%)

秤川 大 屋 5761,(班 5EX)2,03 3.8 3.7 日 他 中堤田 下 本 郷 S6 35 lZ3 43 2B.I13.8 旧 堤.住

岩 下 169 616 1C6 7(近 15.414,4 日 盟.住 五 加 4751.敬 王政).脱 21.0ll.1釈 他

下 青 木 118 4ZZ 133 44912.7 6.4 日 良. 上 本 郷 175 6g7 1g3 719 4.6 3.2 日 慕.住

みすず台南 157 532 214 76333.331.1新 住 中 野 159 573 19〕 676 19.518.0 日 負.住

みすず剖 ヒ 3271.〔良三314 g74 4.0-10.0新 住 学 海 南 1ZZ4生5 釈 住

上 青 木 81 3丑 1CG :近)a;.2 15.1 日 農.住 上 小 島 59 2唱 03 242 ll.9-2.4 日 良.住

梅 が 丘 ZX) FEZ :37 742 3.0 8.8節 住 下 小 島 9〕 373 93 39 3.3 4.3 日 良.住

久 保 林 1詔 493 1朗 5繋 24.2 19.3 日 良.住 保 野 a)3 85 all 93118.7ll.9 日 負.住

黒 坪 66 245 78 ユミ118.2-ll.8 日 負.住 舞 田 ∈お 415 107 4Z)ll.5 3,4 日 良.住

上 沢 168 518 311 77643.549.8 日 良.住 八 木 沢 -147 5 167 6Z)13.6 9.8 日 農.住

国 分 1g: 氏)22まき 731為.023.3 日 良.住 東 五 加 認 99 37 13732.1:B.4 日 住

下 城 lgi 677 Z31 7EB26.212.0 日 良.住 学 海 北 181 576 釈 住

上 堀 189 51171 4缶 9.5-12.0 日 商.任 東堤田 平 井 寺 EB 249 (浴 :狙7 3.4-0.8 日 氏

神料 畑 山 47 213 49 191 4.3-10.3 日 良 鈴 子 1αう 433 112 461 5.7 6.5 旧 良

伊 勢 山 u5 976 3461.3山 41.233.6 日 皮.住 石 神 1:五 525 1餅)EX37 18.5 8.0 日 負.住

富士 見台 ま) 1ま) 節 住 柳 沢 SB 414 93 :81 2.0 7.2 日 良

神科新屋 91 331 115 屯225.43).9 日 良.住 下 之 郷 2ぴ 1,1833)1,21113.2 2.1 日 良

野 竹 g3 3日 lZ) 5165.4班.0 日 農.住 桜 45 118 - 節 住

西 野 竹 44 1g3 119 449170.5145.3 日 農.住 ′==±=一良土山 奈 良 尾 117 魯1 116 473 0.9-2.3 日 農

笹 井 技) 3;1 1〔方 42131.316.6旧 良.住 中 組 1伍 (i鮎 161 679 0.6 1.0 旧 農

岩 門 1:繋 514 1g7 67442.831.1 日 良.住 下 組 121 529 1:5 aX3 3.3 4.9 日 盟

染 屋 402 3封 5刃 1,5ytお.4 12.3 日 他 西塩田 十 人 77 377 秩) 33 3.9 1.3 日 良.住

蛇 沢 lらl 510 174 53613.0 ll.0 日 良.任 束 前 山 13) 班2 148 559 6.5-0.5 日 良

金 井 142 5Z3 25 1,0111〔0.792.5 日 良.住 西 前 山 lC6 43) 115 453 9.5 3.2 日 良

山 口 152 62) 213 75940.1ZZ.4 日 良.住 手 塚 2万 封) 212 8認 3.42.5 日 農

大 久 保 131 514 1(諺 5EB 2B.216.3 日 氏.任 塩 田新町 13〕 519 lZT 5:方 5.8 1.3 日 負.任

長 島 ZB 940 4EB1,67392.478.0 日 農.住 山 田 79 321 81 312 2.5-2.8 日 農

豊

殿

蘇 41 lS 45 143 9.8-8.3 日 良 別所 上 手 69 245 68 Z}l-1.4-4.5 日 他

大 日 木 63 252 62 229 1.6-9.1 日 a 院 内 194 776 1払 701-3.1 9.7 日 他

長 入 24 111 読 115 8.3 3.6 日 良 大 湯 125 まB 113 421-9.616.8 日 他

官 之 上 24 8 訪 lCB 8.322.7 日 良 分 去 172 5g3 1糾 (班 7ー010.6 目 他

小 井 田 46 213 48 219 4.3 2.8 日 良 準 世 帯 51 !X]1 7 22)堀 .3-74.6 - -

町 吉 田 氏) 3万 81I:曳訪 17.4a).0旧 良

桜 台 :灯7 673 aX) 659 3.4-2.1釈 住

下 吉 田 % lらl 37 165 2.8 7.1 日 良

林 之 妬 a〕 372 94 4B 17.5 8.3 日 良

下 郷 % 製l 12) 4〔姓34.428.6 日 良.任

岩 清 水 73 317 78 293 6,8-9.8旧 良

矢 沢 1:刀 475 131 518 9.1 7.1 日 良

赤 坂 91 五5 ∈沿 3月 5.3 3.7 日 良
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(表6)地区別地域的特性に関する諸指標 ()内は%

地区 東 南 中 北 西 城 堤 JlGZZ 秤 神 豊 中堤 東堤 J≡b日l士 西堤 別 川 汁項目 潔部 央 部潔下 尻 泉田 川 料 殿 田 田山田 所 西

世帯敬の推珍昭48年(戸)11月 1日現在 2,6551,6911,4442,6513.0562,1g),2322,240,581,072I.1091,528 663 403 790 5601.5 訪,33

昭54年(戸)8月 1日現在 2,816i,5911,3702.9233,2752,866,3113,31ユ ,9ユ6,0371,1982,0∈沿 774 405 824 5531.76033.tは)

竃P4,%m)48年 6.1-5.9-5.1 10.3 7.2 33.3 6.4 47.8 13.046.6 8.037.416.7 0.5 4.3-1.3 14.4 16.5

品 緑 品 旧上田.7.1(南部.中央は農家なL)37.0 31. 17.042_8 69.547.4 80.8 76.832_070.4 27.2

設_1⊥時期旧(笑翌) 5 4 7 10 7 4 3 7 10 14 14 9 583.3)3 7 4 777.8)120

(71.4)50.0(77.8) .◎(58.3)44.4)Qmo)70.め 76.9)93.3)93.3)75.0) .o)Qo.o)0肌0) K78.9)
中間(昭3%等)2(28.6)337.52(詔.2)04(33.3)222.2)02a),o)000000000 159.9)

節(昭36年1兆勧0 112.50 01(8.3)333.3)0110.0) 323.I) 16.刀 16_7)325.0)116.7000 2(zZ.2) 17ll.2)

也域特性別自治′ゝF農山村地域 0 00 00 1ll.1)0110.0) 0 213.3)136,6)0 4防.7)3a).0)571.4)0 4(44.4) 3321.7)

商業地域 0 112.57(77.8)000 00 000000000 85.3)

住宅地域 1 1 0 1 4 3 01 2 1 1 3 1 000 2.2) 21(14.3)12.5 10.0(33.3)33.3) 10.め15.4) 6.7) 6.7)25.0)16.7) 13.8)

豊住混在地域 0 00 1 6 4 07 9 ll 1 8 1 0 2 0 2し2.2) 5210_0(50_0)44.4) 70.0)ED.2)73.3) 6.7)66.7)16.7) 2B,6) 34.2)

商住混在地域 4(57.1)562.52(22.2) 550_02G6.7)1ll.1)0110.0) 17.7)00000000 2113.8)

数工住混在地域 1(14.3)112.50 110.000 00 000000000 32.0)

そ の 他 1(14.3)00 20.000 3a.o)0 17.7) 16.7)018.3)000 4(10).0)】ll.1) 149.2)

単位自治全数 7 8 9 10 12 9 3 10 13 15 15 12 6肌 1)3 7 4 999.9)152QCD.0)CO.0QQ).0)00.0)(1m.0)鞄.9)a).o)a).0) cD.0) cD.0)CD.Q) .O) co.o)の.o)Qnー0) CD,0)

世50未満 (戸)0 0 0 00 1ll.1)00 0 213.3)640.0)18.3)116.7)000 1ll.1) 127.9)
50- 99 0 1 2 2 00 00 1 05 2 2 0 3 1 1 20

1=一十′軒数別 12.5(22.2)20.0 7.7) 33.3)16.7)33.3) 42.9)(25.0)ll.1)3.2)

100--199 2 4 6 4 6 3 04 5 8 3 7 2 3 3 3 444.4) 67(28.6)50.0(防.7)40.0(53.0)33.3) 40.0)乱5)53.3)a).0)9,3)33.3)0).a)42.9)(75.0) 44.1)

200- 299 0 1 1 2 2 0 03 5 2 1 1 00 1 0 222.2) 21

自治A=言数 12,5(ll.1)20.0(16.7) 3).o)35.5)13.3) 6.7) 8.3) 14.3) 13.8)

300- 399 1(14.3)225.00 0216.7)1ll.1)13.3)0 17.7) 16.7)00 116.7)0000 106.6)

400--499 1(14.3)00 018.3)33.3)133.3)2a).0)0 16.7)000000 1ll.D 106.6)

500- 599 1(14.3)00 110.0)00 133.3)0 17.7) 16,7)018.3)00000 63.9)

600- 699 2(25.6)0 0 0 18.3)1ll.1)00 000000000 42_6)

1,00〔以上 0 00 110,0)00 0110ー0)000000000 21.3)

単位自治全数 7 8 9 10 129 3 1013 15 15 12 6 3 7 4 9 152Q00.D∞.Qa).0) .O)00.o)EX3.9)99.9)の.o)a).1)(10).0 mー0)93.9) a).0)CO.0)CD.1)0肌O)93_9) _o)
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よび商住混在の地域的特性を示す自治会が大半を

占め,また,昭和48-54年の世帯数の変化が減少

ないしは停滞傾向を示 していることである (｢北

部｣地区は10.3%増であるが,単位自治会別にみ

ると,増加しているのは2自治会のみで他の8自

治会はいずれも減少している)0

第 2の ｢スプロール化進行地区｣は,現在,住

宅を中心とした世帯数が増加している地域である

が,これはさらに,昭和48-54年の世帯数増加率

の30.0%を一応の基準として,スプロール化がほ

ぼ完了したと見倣しうる地域と現在も急速に進行

中の地域とに区別しうる｡前者は,｢西部｣｢塩尻｣

｢神川｣の3地区であり,後者は,｢城下｣｢川辺･

泉田｣｢神村｣｢中塩田｣の4地区である.この頼

型にみられる特徴は,農住混在の地域的特性を示

す自治会がそれぞれの地区内で高い比率を占めて

いること,また,昭年36年以降に設立された17の

新興自治会の うち12自治会 (70.60/.)がこの採型

を構成する地区に含まれていることである｡

第 3の ｢農山村地区｣は,自然村的な特性を基

本的に存続させているとみられる地域であるが,

これもさらに,世帯数増加率10.0%を基準として,

部分的なスプロール化が始まっている地域(｢東塩

田｣｢川西｣の両地区)と農山村を主体とする地域

(｢豊殿｣｢富士山｣｢西塩田｣｢別所｣の4地区)

とに区別 しうるOこの頼型の特徴は,温泉による

旅館業を中心とする ｢別所｣地区を除いて,農山

村の地域的特性を示す自治会数と農家率が高い比

率を占めていること,また,各地区の平均世帯数

が市全体のそれを下回っており,小規模自治会が

多いこと,等である｡

地区連合会の地域的範域に関する以上のような

(図4)地区の析辺

類型化から知 りうることは,市街地周辺部での世

帯数･人口の急増と中心市街地および外縁部での世

帯数 ･人口の減少ないし停滞傾向という上田市の

地域構造の変化,すなわち, ドーナツ化現象の進

行であ り,また,それぞれの炉型に位置づけられ

た各地区は,相互に異なった地域的特性を有し,

さらに,そのことに規定された地域生活問題の現

われ方を異にしている,ということであろう｡

このような地区ごとの相違点や多様性を前提と

しながらも,なおかつここで触れておかねばなら

ないことは,地区というこの地域的範域がもって

いる意味についてである｡それは,既に Ⅰで触れ

たが,住民の地域生活が営まれる生活上の地域的

単位という側面および自治体行政の施策が実施さ

れる行政上の地域的単位という側面の2つの面か

ら捉えることができるであろう｡前者について言

えば,地区の単位がその範域内で生活する住民に

とってひとつの生活圏をなしているという自覚の

強弱は地区ごとに差異があるとみられるが,少な

くとも地域の諸要求が,自治会のルー トを通ずる

かぎり,この地区のレグェルである程度の集約を

ち,行政に提出されるという横能を果たしている

ところに地域生活上のひとつの単位としての地区

がもつ意味をみることができる｡後者については,

単位自治会を基礎的な行政区とし,それよりも一

段広域的な行政単位としての地区の位置づけが与

えられており,その機能を果たしているというこ

とである｡

いずれにせよ,地域の生活圏域という視点から

みれば,小学校区や地区公民館の活動範域等との

関連で,単位自治会を基礎 とする地区連合会の地

域的範域が重層構造的な生活圏を構成 している

規 型 地 域 的 特 性 昭48-54年の世帯数の変化 該 当 地 区

市 術 地 区 商業.住宅および商任混在地域 減少または停滞憤向を示す地区 東部.南部.中央.北部

スプロール化進行地区 放任況在を基本的特徴とする地域=rq,新品窟rio*64:%L({lL2.望警会)が スプp(霜 貨A3'i堀 した地区 西部.塩尻.神川スプロール化が進行中の地区 城下.川辺泉田.
(増加率 30%以上) 神科.中塩田

幾山村地区 駅 o+:6言責障 ゑ罵 潰 琵 禦雪駄 電 晶,i/lV.1翳 BB して 東塩田.川西
段山‡享韻 蟹hT%L孟宗区 豊殿.富士山.
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と考えられ,その脈絡においてこの範域がもって

いる地域生活上および行政上のそれぞれの側面で

の役割を解明していくことが,自治会の分析にと

って重要な課題になっているように思われる (な

お,上田市の小学校区の設定は必ずしも自治会を

基礎としているのではないようで,例えば,分離

校建設計画の中でひとつの自治会が2校の校区に

分割される線引きがされたり,小学校統合計画で

も地区のまとまりを度外祝 した校区設定が行な

われるといった事態が生まれてお り,当該自治会

で問題となっている)｡

(C) 単位 自治会の活動や運営等の特質につい

ては次節以下で分析を行なうので,ここでは,〈表

6)の設立時期 ･世帯数別自治会数の項目を中心

に,単位自治会の組織構成と歴史とをみておきた

い｡

まず,設立時期については,大正時代までを

｢旧｣,昭和35年までを ｢中間｣,昭和36年以降を

｢新｣として時期区分すれば,78.9%の自治会が

｢旧｣に属していることになる｡もちろん,この

時期区分は区ないし町区の時代を含むものであり,

上田市において自治会の名称を掲げるのは,知 り

えた範囲で言えは,市街地の場合には昭和25年頃,

塩田地区では昭和45年の上田市への合併以降とい

うことであ る｡他方,｢新｣に属す る自治会 は

17(ll.2%)にすぎず,これらはいずれも新興住

宅団地が単独で自治会を結成したものであり,地

区別にみれば,｢城下｣｢神川｣｢中塩田｣｢川西｣

の各地区で相対的に多 く,上田市におけるスプ

ロール化の地域的動向の一面を示している｡

以上のように,上田市の自治会の設立時期は全

体として古い,といえようが,しかし,現在の状

況は決して一様ではない｡一方の極には,自然村

や町区をそのまま存続させているような ｢旧｣の

自治会があり,他方の極には,住宅団地の形成に

よって地縁的関係の共有を欠いたところで結成さ

れた ｢新｣の自治会があり,そしてその中間には,

設立時期は ｢旧｣に属しながらも,新旧の住民が

混住している自治会 (新住民が旧住民より量的に

多い場合もあれば,その道 もある)も存在してい

るといったように,それぞれの自治会の歴史的な

形式過程の違いは,各自治会の特性を作 り上げて

いる重要な要田をなしているとみられるのであ

る｡

次に,世帯数は,昭和54年 8月1日現在の市民

課資料によれは,全自治会の平均が264戸である

が,単位自治会別では,1,303戸から26戸までの大

きな格差がある.自治会の規模を地区別にみてみ

ると,小規模の自治会は,｢豊殿｣地区の平均80戸

を典型とする農村地域と｢南部｣｢中央｣両地区の

市街地中心部とに多いが,これは前述の自然村や

町区をそのまま存続させているような自治会とほ

は対応するとみられる｡逆に,規模の大きい自治

会は,市街地中心部を取 り巻く位置にある地区に

多い｡

自治会には,その活動が効率的に行ないうるよ

うな適正規模といったものがありえようが,上田

市の単位自治会別の世帯数は,上述のような不均

等な構成をとっている｡そして,規模の大きい自

治会では, "組､､や ､､班､､等の基礎的な組織単位

とともに,名称は多様であるが, ､､部"等の中間

的な単位を設けているところが少なくない｡また,

この世帯数の多少は,それぞれの自治会の活動内

容を経済的に規定する財政規模の違いとしても現

われている｡なぜなら,自治会の財源は,各世帯

からの会費と世帯数に応じて支出される行政から

の事務委託料とが主なものであるからである｡こ

の問題については,後に詳しく触れることにした

い｡

上田市自治会の以上のような組織構成と歴史を

踏まえて,次節以下で単位自治会の活動と現状に

ついてのより具体的な分析を行なっていくが,そ

の際の分析の視点を,個々の単位自治会にではな

く地区連合会のレヴェルにおくことにしたい｡そ

れは,前述のように,地区の地域的範域を重視し

たいことと,個別的な単位自治会の活動と現状お

よびその典型についての分析を行なうには,その

ような焦点づけをした次の段階の調査研究が不可

欠となるからである｡

(2) 自治会長の属性

自治会の組織運営や活動形態のあり様に密接な

関連をもつ要素のひとつに,自治会長の属性とく

にその 1)-ダー性をあげることができるであろ

う｡ここでは,上田市の自治会長がもつ属性とし

てどのような特質がみられるのかをいくつかの側
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面からみていくことにする｡

(表 7)は,自治会長の職業と年齢階層とをク

ロスしたものだが,そこから次のようなことが指

摘しうる｡まず,年齢階層別にみれば,50-60歳

代 が全 体 の80.8%を 占め,逆 に30-40歳代 は

12.5%と少数である｡職業別では,｢農林業｣｢自

営業｣等の地域に密着 した職業をもつ人たちが

51.2%と過半数を占めている｡また,｢無職｣の人

は60歳代で多いが,これらの人びとの前掛 も 表

示しなかったが,｢公務員｣(63.2%),｢民間会社

員｣(10.5%),｢会社役員｣(10.5%),｢自営業｣

(5.3%),｢N･A｣(10.5%)となっている｡選

択肢の不備から｢公務員｣の内訳が不明であるが,

その多くは ｢教員｣であると推定される｡全体と

してみれば,上田市の自治会長の担い手は,構成

比の高い順に,50歳代の ｢農林業｣(15.2%),60

歳代の ｢無職｣(10.4%),60歳代 の ｢自営業｣

(9.6%),60歳代の ｢農林業｣(8.0%)といった職

業および年齢階層の人びとが多いとい うことに

なっている｡

年齢構成では50歳代以上,職業では ｢農林業｣

｢自営業｣の地域性を有する職業 と ｢無職｣,

という自治会長の担い手の多くがもつ以上のよう

な属性は,日常的に地域と結びつきをもっている

こと,そして,その仕事を遂行するための時間的

余裕を有していること,という自治会の活動を中

心的に担 うための不可欠な条件からみれば,当然

のことともいえるであろう｡それ故,｢公務員｣｢会
社員｣｢会社役員｣等の,いわゆる ､､勤め人､､と

いわれる職業をもつ自治会長が28.8%と決して少

なくない点が逆に注 目に値いするように思われ

る｡

次に,自治会長の在任期間と規約上の任期とを

クロスした く表8)から読みとれることは,在任

期間では｢1年未満｣｢1-2年｣の合計が82.4%

を占め,大半の自治会長の在任期間が短期間であ

ること,逆に,3年以上の在任者は17.6%にすぎ

ないこと,任期では1-2年の自治会が96.8%を

占めること,さらに,任期を超えて在任している

会長つまり留任者が37.6%存在していること (表

中の太線以下),等である｡自治会長の任期と在任

期間との関連にみられる以上のような特徴を換言

すれば,任期内で交替している自治会長のグルー

(表7)職業および年齢階層別自治会長数
日内は%

ー蒜-竺 30歳代以下40歳代50歳代 60歳代70歳代以上 計

公 務 員 0 1(0.8) 2(1.6) 5(4.070 8(6.L2

民間会社員 0 3C2.4) 7(5.6) 4(3.2)014(ll.2)

自 営 業 0 7 10 12 2 31
(5.6) (8.0) (9,6) (1.6)Q4.8)

会社役員 0 1(0.8) 6(4.8)7(5.6)014(ll.2)

自由業.宗教家 1(0.8)0 0 2(1.6)0 3(2ー4)

農 林 業 0 2 19 10 2 33
(1.6) (15.2) (8.0) (1.6)Cz6.4)

無 職 0 1 1 13 4 19
(0,8) (0.8)(10.4) (3.2) (15.2)

そ の 他 00 2(1.6) 1(0.8)0 3(2.4)

計 1 15 47 54 8 125

(表8)在任期間および任期別自治会長数 日内は%

在任胴 讐 半 年 1 年 2 年 その他 計
1年未満 lQ.8) 54(43.2)8(6.令 1(0.8)64(51.2)

1- 2年 2(1.6) Z3(18.4)14(ll.2)0 3901.2)

3--4年 0 5(4.0)7(5.◎ 0 12(9.◎

5- 6年 0 1(0.8)3(2,め0 4(3.2)

7- 8年 0 1(0_珍 2(1.の 0 3(2.4)

9- 10年 0 1(0_8)1(0.a)0 2(1.◎

11年以上 0 0 1(0.9 0 1(0.9

プ (62.4%)と留任し自治会道営を担当している

自治会長のグループ (37.6%)の2つのグループ

化が可能であるということになる｡そして,後者

についてその年齢階層 と職業とを示 したものが

(表9)である｡それによれは,3年以上の在任

期間を有する自治会長は,年齢階層では60歳代以

上,職業では｢無職｣｢自営業｣のところで高率を

示している｡さらに,表示していないが,地区別

でみれば,このグループに属する自治会長は,｢東

部｣｢南部｣｢中央｣｢西部｣｢城下｣の市街地の地

区に多 く,その他の地区では在任期間2年以内の

自治会長がほとんどである｡

自治会長の在任期間の長短についての評価を一

概に下すことはできないが,一般的に言えば,短

期の場合は,自治会活動の蓄積と継承性の点が短
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(表9)在任期間 3年以上の自治会長の

年齢階層および職業 ()内は%

目撃讐 3-4年 5-6年 7-8年 9-10年11&計

午節階層 30歳代以下 1(4.5) 0 000 1(4.5)

40歳代 2(9.0)0000 2(9.0)

50歳代 1(4.5) 0 1(4.5) 00 2(9.0)

60歳代 7 2 1 0 1 ll
(3-1.8)(9.0) (4.5) (4.5) (50.0)

70歳代玖土 1 2 1 2 0 6
(4.5).也.o) (4.5) 也.o) C27.3)

計 12 4 3, 2 1 22
(54.5)(18.2)(13.6) (9.0) (4.5) (99.8)

職莱 公 務 員 00 0000

民間会社員 000000
自 営 業 4(18.2) 1(4.5) 1(4.5) 00 6C27.3)

会社役員 3(13.6)0 1(4.5) 00 4(18.2)

具 象 蓑 1(4.5)0000 1(4.5)

農 林 業 1(4.5) 00 1(4.5) 0 2(9.0)

無 職 3 3 1 1 1 9
(13.6)(13.6)(4.5) (4_5) (4.5) (40.9)

そ の 他 000000
計 12 4 3 2 1 22

(54.5)(18.2)(13.6)也.o) (4_5) (99.9)

所となるが,会長経験者が多数となりその面での

自治会活動の豊富化が行なわれるというメリット

はあるだろう｡また,長期の場合は,短期の場合

の逆になろう｡

個々の自治会長の,とくに行政と自治会との関

係についての意見は後に述べるが,自治会長を中

心とした役員層の リーダーシップのあり様は,自

治会の運営や活動の方向づけに対して重要な要素

をなしていると考えられ,したがって,この点に

ついての解明がさらに追求される必要があろう｡

(3) 自治会運営の特徴

この項では,自治会運営の特徴を,自治会への

加入方式,規約の有無,会長の選出方法,会報発

行の有無,自治会費および自治会財政,自治会運

営上の悩み,の諸点についてみていくことにした

い｡

(表10)に示されているように,自治会への加

入方式は,｢自動的に会員となる｣方式が73.6%を

占め,強弱はあるが ｢入会を勧めた上で会員とな

る｣が13.6%,｢本人の自主性に任せる｣は11.2%

である｡｢その他｣の1.6%は,総会等の承認を必

要とするもので,旧来の形態を継承している自治

会とみられるが,ごく少数である｡

上田市の自治会への加入方式は,以上のように,

一定地域の居住が当該自治会への加入と即応関係

にあり,それが自動的であるか,勧誘の上である

かは相対的な差異にすぎない｡逆に言えば,自治

会加入についての自主的選択の余地はきわめて少

ないとみられるである｡したがって自治会側も住

民側も自治会加入を当然視する通念が,行政の発

行する証明書類の申請に自治会名の記入を求める

ことに示される基礎的な行政単位としての自治会

の位置と機能との関連もあって,自治会加入率の

高さを維持する要因になっているといえよう (昭

年54年 8月の推計で96.7%の加入率)｡そして,こ

のことに,加入の自発性を前提とするアソシエー

ション的な地域集団とは区別される,自治会の集

団的特質が兄い出されるのである｡

また,自治会規約の有無についてみれば,規約

を有している自治会が82.4%であるのに対して,

規約のない自治会が17.6%存在している｡後者に

ついてその設立時期をみると,｢旧｣および｢中間｣

にすべてが属しており,これらの自治会では歴史

的に形成された ､､慣行､､に基づいて運営が行なわ

れているのであろうと推測しうる｡

さらに,自治会長の選出方法では,｢全会員の投

票｣という直接選挙方式が48.0%とはば半数の自

治会で採用されており,これ以外の主な方式は選考

委員会や役員レグェルでの間接的な選挙や推薦とい

う形態をとっている｡会長選出方法のこの2つの

形態は,概括的な整理であって,現実にはより多

様な形態をとっているとみられる (例えは,形式

的には選考委員会の推薦の形態をとっていても,

実質的には副会長の昇格や持ち回りが基本的なル

ールになっている場合等)｡それ故,自治会長の選

出方法をめくやる問題については,その形態の問題

もさることながら,むしろ,会長選出に関して会

員がいかなる選出基準を保持しえているのか,ま

た,｢全会員の投票｣という形態の場合には,自治

会長選出に対する能動的な関与したがってまた自

治会への関心度を示す投票率の問題,が重要視さ
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く表10)自治会の加入方式 C規約の有無 ･会長の選出方法 ･会報発行の有無 (地区別) ()内は%

地区東 南 中 北 西 班 堤 川辺 秤 秤 豊 中堤 莱堤 富 西 別 川 計項目 部 部 央 部 那 下 尻 泉田 川 料 位 田 田 土山 塩田 所 西

自袷会への加 自警雛 なる 2 6 6 9 7 5 2 7 8 6 127 5 1 2 3 4 92

(4).0)(75.0)(75.0)Q00,o)(77.8)(62.5)Qm.o)(n,o)(72.7)(α.o(810)(刀,0)(め.3)(5).0)(4).0)00.0)QmQ)(73.6)

強 く入会を菜める 0 0 0 0 0 2(25.0)0 2(a).o)0 0 0 0 0 0 0 0 0 4(32)

一応入鏡 る 2(4).0)1(12.5)2(25.0)0 0 0 0 0 2(18.2)2(a).0 1(6.7)2(刀.0)0 0 1(a).o)0 0 13(10A)

本人の自主性 1 1 0 0 2 1 0 1 1 2 2 1 1 1 0 0 0 14

人刀式 に任せる (乱0)(12.5) (22.2)(招.5) (10.0)(9.1)(a).o(133)(10.0)G6.7)(乱0) (ll.2)そ の 他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2(4).0)0 0 2(I.6)

回答自治全数 5 8 8 9 9 8 2 10 ll10 15 10 6 & .o5 3 4 125QcD.0qmo)Qco.qの.o)(刀).0)0皿.0Qのー0)QcD.0)0瓜.o)(1の.0Qco.o)Qm0)QcD.0) Oa).0)qCD.0)Qm0)Qo).o)

琵有無 もっている 5 5 8 6 7 8 2 9 8 7 ll 9 5 &.o5 2 4 103

Oa).o(醍.5)(仰,0(防.7)(77B)QCO.0Ocoー0)(弧0)(72.7)(｢札0(刀.3)(g).o)(83.3) (1の.0)(敢7)(灯し0)(EPA)

もっていない 0 3 0 3 2 0 0 1 3 3 4 1 1 0 0 1 0 22
(訂5) (33.3)(詔.2) (10.め(27.3)(3).0(お.7)(10.0)(16.7) (33.3) (17.6)

回答自治全数 5 8 8 9 9 8 2 10ll10 15 106 2 5 3 & ..)125000.oqの.o)Qa).0Qa).o)Qco.o)0瓜0(a.0)0m0)003.0)Q〔moQa).o)Qo).o)QcD.0)(EDー0Qm0)Qa).o) Qの.o)

自治.∠ゝメ_､長の逮 全会員の投票 1 0 0 5 4 3 1 3 5 10 4 105 & . 5 0 2(5).0) 60

(2).0) (55,6)(鶴.4)(375)(班.0)3).0)(45.5)QcD.0(23.7)Q00,o)(8.3) Qの.o) (LB.0)

役員の投票 0 0 0 0 1(ll.1)0 0 0 1(9.1)0 0 0 0 0 0 0 2(5)ー0) 4(3.2)

役員の互選 0 2(5.0)2(5.0)1(ll.1)i(ll.1)0 0 0 1(9.1)0 1(6.7)0 0 0 0 1(333)0 9(7.2)

役員の推薦 0 0 1(125)1(ll.1)0 1(12.5)1(乱0)2.0)19.1)0 0 0 0 0 0 0 0 7(5.6)

選考委員会の 4 6 5 2 2(zZ.2)2 0 4瓜.0)2 0 9 0 0 0 0 2(節.7)0 38

出刀法 推薦 (8).0)(75.0)(皮.5)(22.2) (25.0) (近.2) (a).0) (3)A)持ち回 り 0 0 0 0 1(ll.1)1(125)0 1m0)0 0 1(6.7)0 0 0 0 0 0 4(3.2)

申し送 り 0 0 0 0 0 0 0 0 19.1)0 0 0 0 0 0 0 0 1(oB)

そ の 他 0 0 0 0 0 1(x2.5)0 0 0 0 0 0 1(16.7)I0 0 0 0 2(1.6)

回答自治全数 5 8 8 9 9 800.0)2.10 ll 10 15106 2 5 3(班).d)A.o)125QcD.a)Qa).o)0(刀.0)QCD.0)QQ).0) a).o)a).Q)00.DQcD.0Qの.1)(lCD.0)(la).0)Q coD)(1m.0) Q00.o)

会報発行の有無 発行している 2(40.0)1(12.5)2Zi.0)1(ll.1)3(33.3)2(苗.0)0 33).0)I9.1)4(弧0)1(6.7)5(5),0)2(乱3)0 2(心.0)1(33.3)1(a.0) 31(24.8)

発行していない 3(臥0)7(乱5)6万.0)7(77_8)66.7)6(75.0)2〔mO)7刀.o)10a).9)6(臥0)14(g3.3)5(臥0)4(取7)2(1(D.0)3(め.0)2(伝,7)3(75.0) 93(74.4)

N.A. 0 0 0 1(ll.1)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1(0.8)

回答自治会数 50).0)8QCD.0)8CD.0)9Qm,o)90.0)8Qの.0)20).Q)10の,0)ll孤.o)10Qq.o15Qm.o)10Od).0)6QcD.O)2QcD.C-)5(1CX).0)3000,a)4の.0)1250皿,o)

れるべきであろう｡しかし,この点についての解

明は今後の課題である｡

く表10)の最下欄の自治会報の発行については,

独自の会報を ｢発行している｣自治会は,地区連

合会 レグェルのものを含めても,24.8%に止 ど

まっている｡その内容についてみれば,まず発行

回数では,年間で1-15回と幅があるが,年6回

という自治会が多い｡また,入手 しえた会報の事

例をみても,タイプ印刷のものから手書きの会報

まで様々な様式で発行されている｡そして,このよ

うな会報発行は,編集業務の経験者が存在するか,

または,会長を中心とした役員層の努力に負 うと

ころが大きいとみられる｡逆に,主観的には会報

発行の必要性を認めていても,日常的な自治会運

営に追われてその余裕をもちえない自治会も,｢検

討中｣という回答が少なからずあったことからみ

て,存在していると推測しうるのである｡

次に,自治会の財政をみてみよう｡まず,財政

規模についていえは,(蓑11)のように,50万円未

満から1,000万円以上までのバラツキがみられる
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く表11)自治会費 (月額) ･会費の格差の有無 ･自治会の財政 (地区別 ) ()内は%

地区 東 南 中 北 西 城 堤 川辺 秤 秤 盟 中 東 Ib呂 酉 別 川 計項目 部 部 央 部 部 下 尻 泉田 川 料 殿 堤田 堤田 土山 塩田 所 西

自治∠ゝ:ここ費の月額および′ゝi費の格 199円未満 0000l Jll.1000001(6.701(16.700003(2.4)

200- 299円 i(40.01(12_5)2C25ー5)3(33.36(66.7001(10.0)3那.3)1(10.00 00 000019(15.2)

300- 399円 2(40.03(37.5)2(5.93(33.3 2.2)1(12.5 2qcD.0)100.0)433A)1(10.03(a).o001(50,000025(a).o)

400-499円 1(a).03(37.5)1(12.50 0 225.0)0 3(3).0)218.2)2(a).01(6.7000 00015(12.0)

500.-599円 U U 1(12.5)3Ls3.30 3節.5)02(a).0)19.1)0 3(a).o)1(10.00 0 2(4).0)0 0 16(12_8)

600-699R U U 1(12.5)0 000019.1)1(10.0)2(13.30 116.7)0000 6(4.8)

700-799円 U 01(12.5)U 0 112.5)02(a)ー0)0 3(討.0)1(6.72(a).o116.7)02(4).0)3(10〕.0016(12.8)

800- 899円 U 112.5)0000 00 01(10.の3(a),o2(初.0116.700008(6.4)

1.000円以上 0U U U01l2.5)01(10.0)01(ユ0.0)0 4(40.02a.3)01(2).0)04QtD.0)】4(ll.2)

N.A. 0U 0U 0000 00 1(6.7 1(10.00 1(EX).0000 3(2.4)

差の有無 平 均 月 額(円) 28 409 432377 231 541 313 626 375 609530 960 985 375763 6411.288 60円一 律 3(餌ー0)225.0)1(12.5)2(Z2.2)3(33.3)675.0)04(40.0)3.3)1(10.0)10(66.7)4(40.0)116.7)1(弧00 ?(臥7)043(34,4)

格 差 あ り 2(40.0)675.0)7(87.5)7(77.86弧7)225.0)どQa).o)4(40.0)872.7)9(知.0)∠(13.3)●(町0466.6)(1EnOj4(a).0)1(3.3)4(1a).0)75(a).0)

N.A. 0 0 0 0 0 00 2(初.0)00 3(犯0)0116.70 1(a).0)007(5.6)

回答自治全数 5000.o)800.0)8 9~Qの.0)9 8 2 10 ll 10 15 10 6の.0)2 5 3 .α4 125QCD,0) cD.0)00.o)OD).0)0の.o)α.o)Qco.cDQo),o)QcOD) qm.o)(町0) Q00.o)00).0)

自治′ゝ 50万円未満 0 01(12.5)1(ll.10 00 001(10.0)2(13.30 000 00 5(4.0)

50- 99万円 1(a).o)112.5)2¢5.0)3(3.3)222.2)001(10.0)218.2)0 4(罪.7 1(10,0)0∩00017(13.6)

Ilk)～149万円 0 225.0)3(37.5)2(Z2.233.3)112.5)01(10.0)433.4)2(乱0)4(お.7)4(40,0)116.7)000027(21.6)

150-199万円 0337.5)2(25.0)0 441.4)0 02(a).o)19.1)0 0 0 0 02(Lr).0)0014(ll.2)

Iの財政(午節) a)0-249万円 2(40_0)112.5)0 00225.0)01(nO)218.2)4(40.0)0 2(a).o116.7)1(弧0 1(a).0)0017(13.6)

250-怨9万円 1(乱0)0 01(ll.1)0112.5)0 2(a).0)0 1(10.0)2(13.30 0 1(弧02(4).0)00ll(8B)

300-349万円 0 112.5)00 0112.5)01(10.0)0 0 U 00U 0003(2.4)

350-399-万円 U 00 U 0112.5) 2cm.o) U 01(10.のU 1(10.の233.3)000U 7(5.6)

400-499万円 000000 01(10.0)19.1)0 000 00002(1.6)

500-599万円 0 0000000 ∪ 00 0116.7)U 001(25.0) 2(1.6)

600-699万円 0001(ll.1)00000001(10.0)0 00002(1,6)

7C0-7田方円 00000000000 0 00001(25.0) 1(0.8)

800-8(泊万円 00 0001(10.0)000000000 1(0.8)

1,000万円以上 00000000 000000001(5.0) 1(0.8)

N.A. 1a).0)001ll.1)0225,0)0019.1)1(10.0)3(a).o 1(10.0)116.7)003(mo)1(25.0)15(12.0)

回答自治全数 5m.o)8m.0)8 9EX).9)9 8 2 10 ll 10 15 10 610).D2 5 3の.o)4 25Q〔0.0) 99.9)m.CID00.o)Qm0)ul.♪Qo).O)qcD.0)Q〔mo) OcD.0)00.o) (Jmo)1m.d)

平均年額(千円) 2,col51,6381,2591,問 1,4212,4343,砧52.∈辺∃1.4352,0721,12.2932,6782,SX)2,11110,6137,〔汀72,191

(1)｢別所地区｣の財政は坤区連合会に一本化されており､単位自治会の財政はない (1) (2)
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が,全市平均は219万円であり,300万円未満のと

ころに68.8%が集中している.

この自治会財政の収入源は,自治会費と行政か

らの交付金 (補助金)が基本となっている｡自治

会費は,これも (表11)に示さすLているように,

月額で83円(年額1,000円を月毛酎こ換算)から2,040

円までの大きな幅がある｡全市の平均は560円であ

り,300-399円のところが20.0%で最も多い｡100

円単位の各ランク別にみると,199円未満 ･600円

台･800円台ではやや低位であるが,各ラソクにほ

ぼ均等に分布している｡自治会費のこのような分

(蓑 12)自治会墓守の格差設定基準の事例

布を地区別にみれば,市街地の地区と｢塩尻｣地区で

は相対的に低額であ り,逆に旧塩田町の各地区と

｢川西｣地区で高 く,その他の地区はその内部で

バラツキがある,という状態になっている｡また,

自治会費に一定基準の格差を設けている自治会が

60.0%あり,その格差設定基準についての事例を

示 したものが (表12)である｡この事例でみるか

ぎり,所得,家屋および土地の所有等が格差の

基準になっていることがわかる｡そして,(事例 3)

のように, 自治会の財産の利用権,共有権等の

権利を ｢転入金｣の納入によって賦与する自治会

(去 13)世倍数×自治会財政の規模 ()内は0/.

蜂C5群讐 50未満 50-99 100-199 200一一299 300-399400-499500一一599600-6991.OCO以上 計

50未満 3(2,4) 2(1.6) l 5(4.0)

50一一 99 3(2.4) 5(4.0) 7(5.6) 2(1.6) 17(13.6)

100一一149 3(2.4)19(15.2) 5(4.0) 27(21.6)

150- 199 1(0.8) 5(4.0) 4(3.2) 1(0.8)2(1.6) 1(0.8 14(ll.2)

200-.249 2(1.6) 8(6.4) 3(2.4) 2(1.6) 1(0.8)1(0.8) 17(13.6)

250--299 3(2.4) 2(1.6) 1(0_8) 1(0.8)1(0.8)2(1.6)1(0.8 ll(8.8)

300一一349 1(0.8) 1(0.8) 1(0.8) 3(2.4)

350-.399 1(0.8) I(o_8) 2(1.6) 1(0.8)2(1.6) 7(5.6)

400一一499 1(0.8) 1(0.8) 2(1.6)

500-599 1(0_8) I(0.8) 2(1.6)

600-699 1(0.8) 1(0.8) 2(1.6)

700- 799 1(0.8) 1(0.8)

800-899 I(0.8) 1(0.8)

1,000以上 1(0.8) 1(0.8ヽ

N.A. 4(3.2) 15(12.01

※世帯数は回答自治会のみ集計
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もみられる｡

さらに,自治会財政のもうひとつの収入源であ

る行政からの交付金は,｢事務委託料｣(広報紙等

配布の手当等)と ｢衛生事務委託料｣(水路･下水

道清掃の手当等)の2つが主なものであり,1世

帯当りを単位 として,前者は800円,後者は200円

がそれぞれ年額で交付されている (昭和54年度)0

自治会の収入源に関する以上のような特徴に

よって,世帯数と財政規模とをクロス集計したく表

13〉のように,世帯数と財政規模とがほぼ比例関

係を示すことになる｡この例外は,財産収入があ

るか,または,高額の会費徴収を行なっている自

治会-である｡ したがって,財政規模の拡大は,財

産収入が望めない自治会では,会費の増額か,め

るいは,交付金の増額か,のいずれかの方法しか

ありえないことになるが,前者は会員の負担を重

くするために自ずと限界があり,それ故,相対的

に小規模な自治会を中心に,｢事務委託料｣の′′均

等割"の要求が提起されている｡

他方,支出の面をみれば,収支決算報告書を入

手 しえた自治会のうち市街地の2自治会(｢西部｣地

区M自治会および｢北部｣地区S自治会)を事例とし

てみるかぎり,｢役員手当｣｢文化･体育費｣(お祭

りやスポーツ大会の費用等)｢消防費｣｢募金｣等

の費目が比較的高い構成比を占めている (なお,

S自治会では会費とは別に部費として月額100円

を徴収しているが,これで募金をほぼ充当するこ

とになっている｡因に,昭和54年度では, 1世帯

当り7種類の募金で1,020円の負担である｡ここに

みられる事例は,自治会単位で割 り当てされてく

る各種募金に,自治会費からの自動的支出という

形態で対応している典型のひとつであるが,どの

ような種類と額の募金に協力しているのかについ

て一般会員が無関心のままそれが行なわれている

ところに,募金活動における形式主義が示されて

いるといえよう)0

自治会の財政とりわけその支出内容は,自治活

動の実質を表現しているものと考えられる｡した

がって,上記の分析はきわめて不充分なものであ

り,一定数の事例についてのより詳細な分析を踏

まえてその特質の具体的な解明がなされはなら

ず,また,収入とくに会費の額と,支出つまり自

治会活動の量 と質,との対応関係がその際の分析

の視点になるであろう｡この点についても,今後

の調査研究に委ねなければならない｡

しかしながら,既述した自治会財政の諸特徴に

ついて,次の点は関説しておく必要がある｡ひと

つは,自治会費の格差設定に関わって､自治会の

構成員間に階層性が存在することを前提 とすれ

ば,それに対応す る一定の基準に基づいて自治

会費に格差を設けることは,合理的であり現実的

であろう｡しかし,この負担能力の差異が,実質

的なところでの発言権の差異として現われないよ

うな制度的保障がとられているかどうかがその場

合の重要な問題となろう｡かっての名望家支配の

基盤のひとつがこの点にあったことを考えれば,

自治会運営の民主性を保持するためにも,そのこ

とは必要であろう｡もうひとつは,交付金の性格

をめぐる問題である｡交付金が ｢事務委託料｣と

いう名称となっていることからみて,行政が本来

行なうべき業務を自治会に委託し,それを代替し

て遂行することの対価として支給されるべきもの

であり,それ故,自治会に委託される業務の範囲

が限定され明示されている必要があるだろう｡し

かし,現実には,(5)の ｢自治会と自治体行政との

関係｣の項で事例を示しながら詳しく検討したい

が,交付金の支給が,ある意味では際限のない自

治会への業務委託の根拠 としての機能を果たして

いるともみられるのである｡

最後に,自治会運営に関する悩みについてみて

みよう｡(蓑14)とそれを全市について図化したく図

5)をみれば,運営上の悩みは｢別にない｣が33.1%

であり,それ以外の自治会は何らかの悩みをもっ

ていることになっている｡その内容は,｢他からの

依頼業務が多い｣が51.6%と過半数を超え,次い

で,｢役員のなり手がいない｣の29.8%,｢会員の

関心が弱い｣の22.6%,の順である｡｢その他｣は,

新興住宅地および新旧住民の混在地域の自治会に

おいて指摘されている住民間のまとまり･交流を

形成することが困難であるとする悩みと,財政規

模が小さいために思うような活動ができないとい

う悩みとが主な内容である｡

これを地区別にみれば,｢依頼業務が多い｣は,

ほぼ全地区で高い回答率を示していること,また,

｢役員のなり手がいない｣は,｢中央｣地区を除く

市街地の各地区と ｢塩尻｣･｢川辺 ･泉田｣の両地
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く表14)自治会運営に関する悩み (地区別) (M ･A) ()内は% (回答自治会数に対する比)

地区 束 南 中 北 西 城 塩 川辺 秤 秤 盟 中堤 東堤 富士 西堤 刺 川 計項目 部 部 央 部 部 下 尻 泉田 川 料 殿 田 田 山 田 節 西

別にない 001 ■3 3 4 ∩3 4 3 5 6 3 1 3 1 1 41
(12.5(33.3)(33.3(弧0) (30.0(33.4)(33.3)(33.3)(a).0(50.0)(班.0)(60,0)(3,3α5.0)(33.1)

役員のなり手 3 5 1 5 5 0 1 5 00. 4 3 1 1 1 1 1 37
がいない (臥0)¢2.5)(12.5)(55.6)(55.6) (弧0)(50.0 (2X5.7)(3)ー0(16.7)(班.o)(a).0)(33.3)Q5.0)(2).8)

会員謂 霜 2 2 3 4 2 2 01 3 1 5 1 1 01 00◆ 28(40.0)(25,0)(T.5)(弘4)(2.2)(缶.0) (10.0)e7.3)(ll.1)(33.3)(10.0(16.7) (20.0) (22.6)

集姦孟照 巳000001(12,5) 1(50,0)001(ll.1)01(10.0000004(3.2)

末加入者が多い 1(a).o)0 00000001(ll.1)00000002(1.6)

新しい活動の 000001 01 2 1 3 01 001 010
選定に困る (12.5) (10.0)8.2)(ll.1)(初,0) (l6.7) (33.3) (8.1)

他からの依細 2 7 5 4 5 4 2 7 4 5 7 3 2 1 2 2 2 64
業務が多い (40.0)(87.5)(62_5)(也.4)(56.6)(弧0)OLD.0)(70.0)鼠4)(5.6)(46.7)(3).0)(33.3)(弧0)LX).0)(66.7)(班.0)(51.6)

そ の 他 001(12.5)0 01(12.5)02(加.0)3節.3)1(ll.1)1(6.7)01(16.7)01.0)0 0ll(8.9)

N.A. 0000000001(ll.1) 00000001ド)

(図 5)自治会運営に関する悩み (全市総合)

区で50%を超えていること,が特徴となっている｡

ところで, この項目についての調査結果が示す

顕著な特徴は,依頼業務が多いこと,そして,そ

の処理に忙殺されることを自治会運営上の困難さ

として指摘する自治会が多いことである｡｢緑が丘北

自治会報｣(Na16)に掲載 された,(表15)の自治

会の仕事を遂行するために要 した時間･日数と(表

16)の市役所 ･その他の機関からの文書件数は,

そのことを裏づける具体的な事例 となっている｡

すなわち,前者は,この 日数換算方式によれは,

年間118日が 自治会の仕事 で費や され ることに

なってお り,また,後者は (表15)の 1に対応 し

ているが,自治会に送付される文書が年間で214件

に及ぶ ことが示 されている (この内,市役所 と

その関連機関からのものは53.3%を占めている)0

これらの文書税は回覧されるものと思われるが,

それ以上に,これも (表15〉の4にある全戸に配

布される広報紙等の各班別の仕分けに必要な労力

はかなりのものであろうと推測しうる｡

依頗業務の多さと自治会の多忙 さとは, この意

味で､対応しており,そ して,このことと会員の

自治会への関心の弱さ,換言すれば,自治会活動

への関与の消極性とが結合 して,会長のなり手が

いないとい う結果を生みだ しているのではない

か, と考えられるのである｡
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く表15)自治会の仕事内容とその所要時間 ･日数
(昭和52年)

種別 件数回数 時 間 口 数

1釆翰の文書数 214 - -

2会議妄控 篤酢 日数 111 416 52

3出向霞岳芭韓 苗字冒数 62 97 13

4許諾等選評l%- 57 119 15

5宅調の時間 - 303 38

6通信 (電話)関係 90 - -

計 935時間 118日

摘 要 8時間を以って1日に換算しま

地区連合会と青少年健全育成の連合会関係の事案が

(資料出所) ｢緑が丘北自治会報｣
(No.16)昭和53年 6月25日

(4) 自治会活動の特質

この項では,上田市の各 自治会で取 り組まれて

いる諸活動の特質を分析 してい くことに したい｡

まず,自治会で取 り組んでいる諸活動 とその重

点評価 (とくに力を入れている活動)について地

区別に集計 した く蓑17) と, これをさらに,全市

レグェルに関 して図化 したく図 6),および,重点

評価が与えられている活動を地区別に第 5位まで

取 り出して表化 した く表18〉 とによって, 自治会

活動の特質を概観 してみよう｡

〈表17)の ｢計｣の欄および (図 6)に示 され

ているように,全市 レグェルで取 り組みの ウェ-

トの高い諸活動は,70%以上の自治会での取 り組

み を基 準 とす れ ば,｢公 民 館 の建 設 ･管 理｣

(94.3%),｢住 民 生 活 に関 す る陳 情 ･要 望｣

(93.5%),｢街路(防犯)灯の設置･管理｣(92.7%),

｢募金の協力｣(90.2%),｢広報紙配布･お知 らせ

の回覧｣(88.6%),｢老人会の育成･援助｣(87.8%),

｢溝 ･河川･道路の清掃｣(87.0%),｢防火･防犯･

防災活動｣(86.2%),｢お祭 り･盆踊 り｣(83.7%),

｢ゴ ミの不法投棄防止｣(78.00/.),｢運動会･スポー

ツ大会｣および ｢こども会の育成･援助｣(72.4%)

の順 となっている｡

これをさらに,自治会諸活動をその性格に基づ

いて分類 した項 目別にみれば,､､環境整備的活動

(表 16〉市役所 ･その他の機関からの
釆翰文書の件数 (昭和52年)

市 長 17件 上田保健所長 1件
市 民 課 10

市体育協会長 1市民税課 1

農 林 課 1 ライオ ソズク ラ ブ 1
体 育 課 3

働く婦人の家 2国保年金課 9

収 税 課 1 市教委員会 1
社会教育課 1

消防5分団長 4保険予防課 9

公 害 課 4 上田市自治連合会 ll
商 工 課 2

志望歪会長 6社 会 課 3

秘 書 課 1 胃菩連合会 9
庶 務 課 1

西中PTA支 部 長 1管 理 課 1

市議会長 7 三中PTA支 部 長 1

璽務所望 1 上田招魂社 1

上公民館長 28 真田神社 1

去ぎ襖 3選管委員長 13

三中校長 5 北陸新幹線 1

西中校長 4 共同募金会 長 1
北保育園長 3

西 部老人会長 1消 防 長 2

上室察署長 3 別観葉協会 1

社捻議会長 22 姦田喜入警 1

上中地事長 6 上田市清掃辛.務 所 1
上田裁判所 1

県社会部長 1

(資料出所)〈表 15)と同じ

Ltでは,｢街路灯の設置 ･管理｣ と ｢清 ･河)Jl･道

路の清掃｣がほぼ全地区で取 り組み頻度が高 く,

｢道路の維持 ･改修 ･舗装｣が これに次いでいる｡

逆に,｢(児童)公園の建設 ･管理｣は,｢西部｣･

｢川辺 ･泉田｣の両地区で相対的に高いが,全体

としては低位である｡､､共同防衛的活動 "では,｢防

火 ･防犯 ･防災活動｣ と ｢ゴ ミの不法投棄防止｣
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がほぼ全地区で高率であり,｢不用品の回収･交換｣

や ｢共同購入｣などの生活上の活動は取り組みが

少ない｡定期的に行なわれる ｢薬剤散布｣と ｢交

通整理 ･交通安全対策｣は中間的な位置にある｡

また,､､親睦･文化的活動､､は,｢お祭り･盆踊り｣

と ｢運動会 ･スポ-ツ大会｣が各地区でウェ-ト

が高 く,自治会の親睦 ･文化的機能はこの2つ活

動を中心的なものとしていることがわかる｡｢各種

サークル活動｣は,｢川辺 ･泉田｣｢神川｣｢神科｣

の各地区では80%を超える自治会で取 り組まれて

いるのに対して,｢西部｣地区を除く市街地の各地

区では低率である｡これは,後に触れる公民館活

動の,とくに分館活動のあり様と関わっていると

思われる｡､､行政補助活動"は,｢水道料･保険料･

税金のとりまとめ｣は低率であるものの (それで

も50%に近い),｢広報紙配布 ･お知らせの回覧｣

と ｢募金の協力｣の2つの活動とも取 り組み叔度

がきわめて高い｡この点にも,前項で触れた依頼

業務の自治会活動に占める位置が示されていると

いえよう｡さらに,､､下位集団育成･援助活動､､は,

自治会長の半数が60歳代以上であること,また,

(図7)の行政施策の重点評価 (次項に掲示)の

1位が老人福祉政策であることを反映して,｢老人

会の育成･援助｣が全地区で高率を示し,｢子ども

会｣｢婦人会｣がこれに次いでいる｡逆に,｢青年

会の育成 ･援助｣は,地区によって異なるが,也

域青年団活動の衰退傾向とも関連して低くなって

いる｡､､財産管理活動､､では,｢公民館の建設 ･管

理｣が,新興自治会の多い ｢城下｣地区を除き,

すべての地区で80%を超えている｡また,｢地区の

財産管理｣は,地区ごとにバラツキがあるがとく

に市街地の地区では低率である｡最後に,､､政治的

活動"では,これも後述するが,｢住民生活に関す

る陳情 ･要望｣がすべての地区で80%を超えてお

り,地域要求を取 り上げそれを実現していく活動

が,自治会にとって重要なものとなっていること

を端的に示している｡｢議員の推薦･支持｣活動に

ついては,自治会が事実上の選挙地盤となってい

るといわれる状況 (とりわけ市会議員選挙におい

て)との関連でいえは,16.3%という結果はきわ

めて低率であるといえよう｡しかし,これは,､､自

治会ぐるみ選挙u という形態が崩れてきているこ

とを示しているともいえるであろう｡

以上のように,上田市の自治会では,性格別の

自治会活動の各項目内部での取 り組み頻度には格

差がみられるが,そしてまた,自治会のもつ潜在

的機能でありその意味で活動が表面に現われにく

い ､､統合 ･統制的活動､､は低率であるが,活動

の範囲がすべての項目に亙っており,多面的な取

り組みが行なわれている｡

次に,(表18)の自治会活動の重点評価を全市総

合の項についてみれば,｢道路の維持･改修･舗装｣

｢溝･河川･道路の清掃｣｢防火･防犯･防災活動｣

｢街路灯の設置･管理｣｢広報紙配布･お知らせの

回覧｣の順となっている｡

さらにこれを地区別にみると,次のような特徴

が兄い出せる｡すなわち,全市総合で5位までに

入っている諸活動は,｢広報紙配布｣が8地区と半

数を割っているが,他のものは過半数の地区で重

点評価が与えられている｡その中で,第 1位の｢道

路の維持･改修･舗装｣については,｢西部｣地区

を除く市街地 4地区では重点評価が与えられてい

ない｡これらの地区以外では,この活動がいずれ

も3位以内で重視されていることと対比すれば,

ひとつの顕著な特徴と見倣せる｡この点について

言えは,表示しなかったが,行政施策の重点評価

に関する地区別の集計において,市街地5地区以外

のすべての地区では,｢道路･交通網の整備｣に重点

評価が与えられていたことと対応している｡そし

て,これらの地区は,程度の差はあれ,スプロー

ル化の進行によって慢性的な交通渋滞が発生し,

また,農道 ･集落道路の自動車道路化という事態

がみられる地域でもあり,この問題への自治会レ

グェルでの対応が,高位の重点評価となって現わ

れているとみるこ･･とができる｡また,逆に市街地

5地区のみで重点評価のなされている活動が ｢お

祭り･盆踊り｣であり,これは ､､祇園祭､､ ､､上田

わっしょい!､という2つの市街地を中心 とした行
事への取 り組みが重視されていることを意味して

いる｡

全市総合の5位までに含まれている諸活動以外

のものでは,｢サークル活動｣が ｢城下｣｢川辺 ･

泉田｣｢豊殿｣｢中塩田｣｢川西｣の5地区で,｢ゴ

ミの不法投棄防止｣が ｢南部｣｢塩尻｣｢神科｣｢東

塩田｣｢別所｣の5地区で,｢地区の財産管理｣が

｢塩尻｣｢東塩田｣｢西塩田｣の3地区で,さらに,
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<表 17> 自治会で組 り組んでいる諸活動とその虫点評価 (地区削) (M.A.) ( )内は% (回答自治会数に対す る比)

活動項目 地 区 東 訊 内 部 中 央 北 部 西 部 城 下 塩 尻 川 辺泉 田 神 川 神 村 金 殿 中塩 田 東塩田 富士山 西塩 田 別 所 川 西 汁

環境 滞 .河川 .道路の治婦 J しぶ 4 7 9 (1) 9 @ 7 2 ･小 鵠 0.%), 9 (1) tZ (カ 9 (1ー 4 C5) 2@ 5 2 (1) 4 (2) 107

(60.0) (50.0) (R7,5) (100.0) 一oo.0) (87.5) (100.0) (77.8) (90.0) (85.7) (90.t)) (66.7) (100.0) (100.0)(100.0) (】oo.t-) (87.0)

退路の維持 .改修 .舗装 1(20.0) J(37.5) 1(12.5) 5 6 (呈I) 6 (リ 2 し2) LlJ 9 (1) 7 (め 12 (17 7 (2) 5 (i) 2 (刀 5 (ij 2 (3) 4 (ll 86

煎伯 (55.6) (66,7) (75.0) (loo.0) (100.0) (81.8) (70.0) (85.7) (70.0) (83.3) (一oo.0) (100.0) (66.7) (100.0) (69.9)
花壇づくり.植蛸 1 LI 2 0 2 2 0 (22.2)0 1 2 3 1 0 2 2 0 ) 20

的活 (20.0) (25.0) (22.2) (25.0) (10.0) (14.3) (30.0) (16.7) (40.0) (66.7) (16.3)
(児塵)公Laの建設 .管理 1 1 ∠(25.0) 2 5 3 】 Q) (77.8) 4 2 6 3 】(t6.7)0 2 】 】(75n) 42(勧 (20.0) (12.5) (22.2) (55.6) (37.5) (50.0) (36_4) (20∩) (A79) (30.0) (A∩∩) (333) (34_1)

(】00.0) (75.0) (75.0) (100.0) (88.9) (100.6) (100.0) (100.0) (90.6) (92.9) (90.0) (loo.0) (】00.0) ()00.6)(100.6) (loo.0) (92_7)

共 薬剤散布 3(60.0) 5(62.5) 5(62.5) 6(66.7) 4(44,A) 5(F;?.n0 (77Rー 7(Fn Ln ･5(F.∩n1 7(E.∩∩ー 3(つ∩∩ー 3(.qnnー 1(5r)_∩) 2(400) 2(667) 2(50.0) 67(54.5)
ゴミの不法投庶防止 2 6 (メ) 7 8 6 7 2 (9 (77.8) 10 (令 7 年) 10 9 5 @ 1 5 2 -Cij 2 96

トLJl防衛的 (40.0) (75.0) (87.5) (88.9) (66.7) (87.5) (loo.0) (90.9) (70.0) (71.4) (90.0) (B3.3) (50.0) (100.0) (66.7) (50.0) (78.0)

不用品の回収 .交換 U 1(12.5) 3(37.5) 2(22.2) 3(33.3) 0 ) 0 (ll,1) 3(27.3)0 0 0 0 0 0 0 0 13(10.6)

防火 .防犯 .防災活動 4 (ガ 5 (カ 8 (A) -9 C3j 8 (a) 4 2 (88.9) 8 lO (呈) 13 (良) 10 L3J 5 2 4 L2) 2 4 Q5) 106

活動 (80.0) (62,5) (loo.0) (100.0) (88.9) (50.0) (100.0) (72.7) (100.0) (92.9) (100.0) (83.3) (100.0) (80.0) (66.7) (100.0) (86.2)
交姐盤理 ,交通安全対策 4(80.0) 5(62.5) ●(75.0) 5(55.6) 3(33.3) 4(50.0) 2‖OO.0) (66.7) 7 Lj)(63.6) 6(60.0) 12(85.7) 4(40.0) 3(50.0)0 2(40.0) 2(66.7) 3(75.0) 74(60.2)

共同l碑入 0 0 LI 1(lt.I) 1(ll.1) I日2.5)0 (33.3) I(9.1)0 1(7.1)0 0 0 0 0 0 8(6.5)

双 お祭 り.盆的ilり 5 (A)(100.0) 7 (1)(87.5) 8 @(loo.0) 9 (F')(100.0) 8 (♪(88.9) 7(R7.5) J(50.0) (88.9) 10(90.9) 8(RO.0) ll(78.6) B(80.0) 3(50.0) 2(100.0) 3(60.0) 3(100.0) 2(50.0) 103(83.7)
運動会 .スポーツ大会 4 7 6 7 5 7 】 (77.8) 9 9 9 7 1 2 4 2 2 89

陛文 (80.0) (87,5) (75_0) (77.8) (55_6) (87.5) (50.0) 日日.8) (90.0) (64.3) (70.0) 日6.7) ‖OO,0) (80.0) (Ei6.7) (50.0) (72.4)
旅行 .施設見学 0 1(12.5) 3(37,5) 1(日.J) 1(H l) 2(25.0)0 (ll.1)0 0 1(7.1) 1(】0.0) 1(】6.7)0 0 3(100.0) 2(50.0) 17日3.8)

慶上ー3の世話 0 4 2 3 4 2 0 (55,6) 6 6 7 4(40,0) 1 2 3 2 2 53

化的 (50.0) (25.0) (33.3) (44.4) (25.0) (54.5 (60,0) (50.0) (16.7) (loo.0) (60.0) (66.7) (50.0) (43.1)
各梅サークル活動 0 2 3 4 6 6 (め 1 L2) 9 8 9 L4) 7 .'L4) 2 1 3 1 lZ(且) 7'Z(58.5)

紘動 (25.0) (37.5) (44.4) (66.7) (75.0) (50.0) (88.9) (81.8) (80.0) (64.3) (70.0) (33.3) (50.0) (60.0) (33,3) (50.0)会報の先行 2(40.0) 1(12_5) ⊥(25.0) 1(ll.1) 3(33.3) 2(25.0)0 (33.3) 1(9,1) 4(40,0) 1(7.1) 5(50.0) 2(33.3)0 2(40.0) 1(33.3) 1(50.0) 31(25.2)

研究会 .研9宴会 0 4(50_0) ど(25_0) 2(22.2) 3(33.3) 3(37.5) 1く50.0) (66.7) 2(18.2) 3(30.0) 2(14.3) 4(40.0) 1(16.7)LI J(40.0) 2(66.7) ど(50.0) JtJ(31.7)

行補助 広報紙配布 .お知らせのLU]空言 5(100.0) 7 (3)(87.5) 7(87.5) 8 (2)(88.9) 9 (冒)(loo.0) 7(87.5) 1(50_0) 00..(ao, 9(8LB) 9(90.0) 10(7L4) 10 L5)(】00.0) 6(2J(100.0) 2 L3)(一oo.0) 3(60.0) 3 G5)(100.0) 4(一oo.0) 109(88.6)

弟金の協力 4 8 L5) 8 8 9 6 1 000.0) 10 9 =ー 10 6 2 4 3 4 lュt
捕政動 (80.0) (一oo.0) (】00.0) (88.g)(】00.0) (75.0) (50.0) (90.9) (90.0) (71.4) (100.0) (100.0) (一oo.0) (80.0)(loo.0) (100.0) (90.2)

水迫料 .保険料 .税金のとりまと 2 3 4 8 7 5 1(50.0) (22.2) 8(72.7) 5(50,0) 7 3 1(】6,7)0 1(20.0) 1(33.3) 0 58め (40.0) (37.5) (50.0) (88.9) (77.8) (62.5) (50.0) (30.0) (47.2)

下ff成位 .揺1j三助if).tB動 こども会の行成 .援助 4 しき〕 7 8 (呈) 8 8 6 2 (55.6) 7 10 7 6 2 2 2 2 3 89

(80.0) (87.5) (100.0) (88.9) (88.9) (75.0) (100.0) (63_6) (】00.0) (50.0) (60.0) (33.3) (100.0) (40.0) (66.7) (75.0) (72.4)

老人会の育成 .援助 4 7 8 8 8 8 i (R8.9) lO ZO ll g 5 2 (封 4 I 3 108(80.0) (87.5) (loo.0) (88.9) (R8.9) (】00.0) (一oo.0) (90_9) (loo.0) (78.6) (90.0) (83.3)(100.0) (80.0) (33.3) (75.0) (87.8)

舶入会の育成 .援助 4 6 5 5(55.6) 5 4(50.0) 1 (44.4) 4(36.4) 7 7 8 3 2 1(20.0)0 3 69(80.0) (75.0) (62.5) (55.6) (50.0) (70.0) (50.0) (80.0) (50.0) (100.0) (75.0) (56.1)

~方年会の再成 .援助 0 5(62.5) 3(37.5) 5(55.6) 2(22.2) 0 0 (日.1)0 0 4(28.6) 3(30,0) 2(33.3) 2(100_0) 3(60.0)0 2(50,0) 32(26.0)

財産 管 fy.活 動 公蛇蛇の鯉設 .管理 5 7 8 9(loo.0) 9 6 2 GOO.0) 日 8 H 9 5 2 5 3 4 116

000.0) (B7.5) (100.0) (loo.0) (75.0) (100.0) ()00.0) (80.0) (100.0) (90.0) (83.3) (100.0) (一oo.0)(100.0) (100.0) (94.3)

地区の財産管理 2 1 2 1 1 4 2L(4) (66.7) 6 6 9 4(40.0) 50 1 4 (め 3 4 61(40.0) (]2.5) (25.0) 日1.1) (ll.1) (50_0) (loo.a) (54.5) (60.0) (64.3) (83_3) (50.0) (80.6)‖OO_0) (loo_0) (49,6)

政 治 的活 動 fEte生活に関する附 H.要望 4(80.0) 8 7 8 8 8 日) 2 し土) +) ll 10(]00.0) 12 9(90.0) 5 2 (め 5 (釘 3 4(loo,0) 115(93.5)

(100.0) (87.5) (88.9) (R8.9) (100.0) (一oo.0) OcK).0) (100.0) (85.7) (83.3) (loo.6) (100.0)(100.0)

議E1の推腰 .支持 0 4 0 2 1 2 1 (ll.1) 2 1 I 0 1 2 0 0 2 20(50.0) (22_2) (ll.1) (】2.5) (50.0) (18.2) (lO.0) (7.1) (16.7) (100.0) (50.0) (16_3)

酢宗紙製 地区内のもめごとの調搾 ど(40.0) J(37.5) ∠(25.0) 2 2 . 2 1 (44.4) 3 3 0 4 3 1 0 1 1 34(22.2) (22.2) (12.5) (50.0) (27.3) (30.0) (40.0) (50.0) (50.0) (33.3) (25.0) (27.6)

そ の 他 その他 0 1(12.5) 1(12.5)0 0 0 1(50.0) (ll.1)0 0 1(7,1) 1(】0.0) 0 0 1(70.0) 0 1(?.50) 8(65)

回 答 自 治 全 数 5 8 8 9 9 8 2 9 JJ 】0 ]4 川 6 2 5 3 4 123

戦表中①-世の数字は､重視している活動 (丑点評価)の順位を示す｡



(図6)日治会で取 り組んでいる諸活動 (全市総合)(M.A･)
(%は回答自治会数に対する比)

10090807060-5040302010

描成比′~＼%ヽJ 活河川 追路の紘持 花壇つく児蛋公園公開 街路灯の 莱刺 コ不紘不捕∩日日の防火防犯交過整兜 共同 お祭り 運動会ス 旅行施 磨弔の杏種サI会報の 研究′∠ゝフ_ヽ広報紘配布 募金の 水近局I.気料 どち会の老人会の育婦人会の育 育午会の育 公氏館の建 也区の財 住氏坐活に読負の推 也区内のち その他

活動項目 追路の宿描 改修舗装 り紘樹の姐設管哩 設置管理 敬布 投東防止回収衣換防災活動安全対読 防入 盆郎り メーッ大会 設見学 世話ク′レ活動 発行 節修会お知らせ也覧 協力 秩金のとりまとめ 育皮揺助】成●揺助成揺初 】成揺助 設管理 産管理 関する陳情蕊支持 めどと調停

｢子ども会の育成･援助｣が ｢東部｣｢中央｣の両

地区で,｢住民生活に関する陳情･要望｣が ｢城下｣

｢塩尻｣｢川辺･泉田｣｢富士山｣｢西塩田｣の5地

区で,それぞれ重視されている｡また,｢中央｣｢神

川｣両地区の ｢交通整理 ･交通安全対策｣は,そ

の地区の地域的特性をよく示している重点評価で

ある｡すなわち,前者は上田市における中心的な

商店街であることの関わりで,後者は国道18号線

とそのバイパス化している狭臨な旧北国街道の交

通量の増大とい う事態-の対応として,それぞれ

この活動が重視されているとみられるのである｡

ところで,上述した,70%以上の自治会での取

り組みを基準としてあげた12の活動と複数の地区

で重点評価の与えられているこれも12の活動とを

対比してみれば,大半の活動は両者の対応関係を

もっていることになっているが,しかし,その対

応が全くみられないか,ないしは,弱い活動もあ

る｡すなわち,前者では,｢公民館の建設 ･管理｣

｢募金の協力｣｢老人会の育成･援助｣であり,級

者では,｢道路の維持 ･改修 ･舗装｣｢各種サーク

ル活動｣｢地区の財産管理｣,の6つの活動がそれ

である｡この中で,両者のそれぞれ第 1位を占め

ている ｢公民館の建設 ･管理｣と ｢道路の維持 ･

改修 ･舗装｣の2つの活動が対応関係をもたない

こと,また,｢募金の協力｣が90.2%の自治会で取

り組まれているにもかかわらず,この活垂加こ重点評価
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(蓑18) 自治会活動の重点評価 (地区削) (最下欄の%は回答総数に対する比)

詳∵ ･第 1 位 第 2 位 第 3 位 第 4 位 第 5 位

東 部 術各灯の設置.管哩 防火.防犯.防災活動 溝.河川.道路の清掃 お祭り.盆踊り 子ども会の育成.援助

南 部 お祭り.盆踊り 防火.防犯.防災活動 広郷 ゴミ不法投棄防止 募金協力

中 央 防火.防犯.防災活動 子ども会の育成.援助 お祭り.盆踊り 交通整理.安全対策 筏路灯の設置.管理

北 部 溝.河川.道路の清掃 広報紙乾布 防火.防犯.防災活動 筏路灯の設置.管理 お祭り.盆踊り

西 部 お祭り.盆踊り 広鞘至碩己布 道路の維持.改修.舗装 溝.河川.道路の清掃 防火.防犯.防災活動

城 下 道路の煮尉寺.改修.舗装. 街路灯の設置.管理 サークル活動 住民生活に関する閲苗 港.河川.道路の清掃

塩 尻 住民生活ーこ関する開音 道路の維持.改修.舗装 児童公園.公園の管理 地区財産の管哩 ゴミ不法投東防止

川 辺泉 EB 道路瑚撃 産.粧 サ-クル活動 広鞘瑚己布 港.河川.道路の清掃 住民生活に関する断

神 川 遊 鋼管 産.粧 ゴミ不法投棄妨止 交通整理.安全対策 御各灯の設置.管理 溝.河川.道路の清掃

神 科 清.河川.道路の清掃 防火.防犯.防災活動 道路の煮田寺.改修.舗装 ゴミ不法投棄叛LL 街路灯の設置.管理

豊 殿 道路の維持.改修.舗装 溝.河川.道路の清掃 防火.防犯.防災活動 サークル活動 筏路灯の設置.管哩

中塩田 港 .河川.道路の清掃 道恥 部‰ .粧 防火.防犯.防災活動 サークル活動 広扱紙配布

東塩田 道断 莱讐 産.搬 広報紙配布 ゴミ不法投棄防止 増亘の財産管理 港.河川 .道路の清掃

富士山 謝 瑚任鮎 .醇 住民生活に関する陳情 広鞘頬古布 溝.河川.道路の活掃 老人会の育成.援助

西塩田 訊 胡笥 壷.催 防火.防犯.防災活動 住民生活に関する陳情 地区の財産管理 街路灯の設置.管哩

別 所 港 .河川.道路の清掃 街路灯の設置.管理 謝 瑚讐 産.粧 ゴミ不法投棄防止 広郷 布

川 西 遊 各の讐 産.肢 溝.河川.道路の清掃 サークル活動 街路灯の設置.管哩 防火.防犯.防災活動

全 市総 合 露ヲ菓 (ll.4) 鮎 ‰ (9.1) 払 違 犯 (8.8) 肇‰ (6.6) 広取舵 布 (6.6)

を与えているのは1地区のみであること,さらに,

全市総合では最も重視されている活動であり,後

に述べる陳情 ･要望の内容としても多くの自治会

で取 り上げられている ｢道路の維持 ･改修･舗装｣

は,活動頻度でみれば69.9%に止どまっているこ

と,等の諸特徴は,取 り組み頻度の高い活動が必

ずしも重視されている活動とは言い難いというこ

とを意味していよう｡換言すれば,活動頻度とい

う自治会活動の量的な側面と活動の重点評価とい

う自治会の方針 ･姿勢に関わる側面とは,そこに

一定の対応関係がみられるにせよ,区別されねば

ならないとい うことであろう｡

上田市の自治会活動に関する以上のような分析

を整理してみよう｡自治会で取 り組まれている諸

活動の相互連関は,一般的に言えば､､､環境整備的

活動" ､､共同防衛的活動､､ ､､財産管理活動､､の各

項 目で示される諸活動,つまり,Ⅰの注記で引用

した中田実 の概念で言えば,｢地域管理の機能｣を

具体化した諸活動を基底としながら,一方で,そ

れらの諸活動の中で現われてくる地域生活問題に

陳情･要望という形態で対応する､､政治的活動､､と,

他方では,自治会内部の統合をはか り,また,そ

の範域に存在する地域諸集団との結びつきを強め

ようとする ､､親睦 ･文化的活動､､および ､､下位集

団育成･援助活動､､との2つの活動が取 り組まれ,

さらに,自治会にとってほ基本的なこれらの諸活

動に ､､行政補助活動"が挿入され加重されてくる

ことによって,自治会の全体的な活動が構成され

ている,という構図として捉えることが可能であ

ろう｡
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この図式を念頭に置いて上田市の自治会活動の

特質をみていけば,まず,｢地域管理｣に関わる諸

活動は,既述のように,多くの自治会で重視され

多面的に取 り組まれており,上田市の場合にも基

底的な自治会活動 となっているといえよう｡ま

た,､､行政補助活動"の活動全体に占めるウェ-ト

が高く,そして,この活動とこれも活発に行なわ

れている陳情･要望を中心とした､､政治的活動"と

が,ある意味で相互関係をもつものとして現われ

ており,この点については次項で検討するが,そ

のことも上田市自治会の特質といえるだろう｡た

だ,､､行政補助活動､､について言えば,その活動頻

(表19)公民館 (k･会所)所有･現役･利用方法 (地区削)

度は高率であるにもかかわらず,重点評価では,

｢募金の協力｣は既にみたように,また,｢広報紙

配布｣も全市総合で第5位になっているが地区別

では半数を下回っているように,相対的に低い位

置づけしか与えられていないことに注目すべきで

あろう｡さらに,､､親睦･文化的活動､､および ､､下

位集団育成 ･援助活動"については,それらの諸

活動が主として公民館を軸に行なわれていること

に特質が求められる｡この点を (表19)を中心に

補足的に説明しておかなければならない｡

これまで,公民館とい う言葉を限定なしに用い

てきたが,自治会所有のそれは,地区公民館の分

()内は%(｢利用方法｣の執王回答自治会数に対する比)

地区東 南 中 北 西 城 堤 川辺 秤 秤 盟 中塩 東塩 富 西塩 別 川 汁項●rl 部 部 央 釈 部 下 尻 泉田 川 料 殿 田 田 土山 :血1田 所 西

公氏鰭の所有 所有している 5 6 8 9. 9 6 2 10 ll 8 15 9 5 2 5 3 4 117

(10].0)(巧.0)(10).0)qco.oQ00.o(75.0)0α.o)Qmo)Qcx).o)(節.0)(lCD.0(g).o)(幻.3)Qの.0)(1CD.0)QcD.0)Qa).o)(93.6)

所有していない O lO】 0 0 0 2(25.0)0 0 0 0 0 1(I).o)1(16.7)0 0 0 0 4(3.2)

他の施設で代替 0 l2(25.0)lo 0 0 0 0 lo 0 2(乱0)0 0 0 0 0 0 0 4(3.2)

計 5 8 8 9 9 8 2 10 ll 10 15 10 6 2 5 3 4 125
(1m.O)qo).Ci)000.oOcl).Q00.o)(仰.0)Qc0.0)(lQ).O)Qm.o)(班).0)QCD.0Qo),o)QcD,0)8m.0)qCD,0)(1m.0)Qm,o)QQ).CID

公氏鰭の規模 木造平家建て 2 1 2 1 5 4 2 9 8 6 12 3 4 1 5 1 1 67

(瓜.0)(16.7)a.0)(ll.1)(55.6)(鼠7)QP.0)(乱0)(72.7)(75.0)(8).0)(333)(8).0)(5).0)QQ).0)(33.3)(25.0)(57.3)

木造二階絶て 2 2 4 7 3 2 0 1 3 1 3 5 1(a.o)塩..)0 2 2 39(4).0)(33,3)5).0)(77.8)(3.3)(B3) (10.0)(訂.3)(12.5)(Z).o)(55.6) (防.7)(印.0)(33.3)

鉄筋jP(弘 て 1(a).o)0 0 0 1(ll.1)0 0 0 0 0 0 1(ll.1)o fo 0 0 0 3(2.6)

鉄筋三払 て 0 1(16.7)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o ho 0 0 1(5.0) 2(1.7)

鉄筋 (骨)三階以上 0 1(16.7)112.5)1(ll.1)0 0 0 0 0 0 0 0 0 ~o 0 0 0 3(2.6)

N.A. 0 1(16.7)1l2.5)0 0 0 0 0 0 1(12.5)0 0 0 0 0 0 0 3(2.6)

計 5 6 8 9 9 6 2 10 ll 8 15 9 5cD.0)ki2cD.0)5 3 4 117qo).clbQo).D〔mo)Qの,0QcD.0)(1m0)Qの,0)Ga).o)(1m,0)QCD.0)Qの.0)(1〔mO) QcD.0)(leo.0)Qo).O)Q00.1)

公氏鰭の刺用方汰(MA) 子ども対象の 1 5 6 8 8 4 2 8 9 7 7 8 4 1 4 0 3 85

学習や催し (乱0)(酸5) a .o)(8.9)(歴,9)(価,7)QQ).0)(a).0)(81_8)(77.6)(45.7)(由.9)aj.0)(乱0)8).0) (75,0)(72.0)

婦人の 5 7 3 7 8 5 1 9 10 9 ll 8 5 2 5 3 4 102
教養活動 Qo),o)(87.5)班.o)(77_8)(83.9)(担3)(5).0)(g).o)(g).9)Qの.0)(73.3)(艶9) 瓜0)qo).0)〔mo)OLD.0)Qo).0)(缶.4)

青年の活動 2 7 4 9 4 3 1 3 3 5 8 5 2 2 3 3 4 68

食料品等の 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 3 1 1 0 1 0 0 ll
販売会 (a).o)(12.5) (ll.1) (10.0) (ll.1)CD.0)(ll.1)2).0) 2).0) (9.3)

結婚式.葬随等 1 2 2 5 5 4 2 6 6 3 5 7 5 2 4 0 4 63(乱0)25.0)33.3)5.6)(55,6)(伝,7)(仰.0)(0.0)51.5)(33.3)33.3)(77.a) CO.0).q瓜0)8).0) (100.0(田.4)

役員会等 4 8 6 9 9 5 2 10 10 9 14 9 5 2 5 3 4 114
自治会の会合 (釘.0)の.0)1CD.0)00.o)QcD.0)(83.3)Qco,O)(皿ー0)a).9)00.0)g3.3)a(no)皿.0)伽mO)a).0)QQ).0)(1m.0)(班.6)

老人のつどい 4 8 5 8 8 6 2 9 ll 9 9 8 5 】2 5 2 4 105
(8),0)QcO.0)83.3)S.9)(節.9)(1m.CI)Qco.o)g).o) の.Q)Qa).Q)臥0)(敵9) の.o)αⅠ)lO)1m.Q)(6.7)QcDD)(83D)

そ の 他 0 0 233.3)2zz_2)1(ll.1)0 21m.CI)33).0)0 1(ll.1)213.3)0 1a).0)0 0 0 0 14(ll.9)

N.A. 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3
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館としての位置づけがなされ,その意味での機能

を果たしているものである｡地区公民館と分館と

の地区連合会 レグェルでの対応関係は,中央公民

鰭(｢東部｣｢南部｣｢中央｣｢北部｣｢神川｣),西部

公民館(｢西部｣｢塩尻｣),上野が丘公民館(｢神科｣

｢豊殿｣),城南公民館 (｢城下｣｢川辺 ･泉田｣),

塩田公民館(｢中塩田｣｢東塩田｣｢西塩田｣｢別所｣

｢富士山｣),川西公民館(｢川西｣),となっている

が,中央公民館対象の地区での分館化はようやく

始まったばか りである｡また,公民館の所有 ･規

模 ･利用方法については (蓑19)に示されている

ように,93.6%の自治会が公民館を所有している

が,規模では木造のものが90.6%であり,老朽化

した り,狭陰な施設が少なくない｡利用方法も,

自治会の会議だけではなく,年齢階層別の各集団

の活動に広 く利用されていることが知られる｡さ

らに,各分館には運営機関が設けられているが,

それは,分館長･主事を中心に,良治会役員 ･P

TA ･婦人会 ･老人会 ･その他の社会教育団体

が参加し構成されているところが多い｡したがっ

て,この形態での運営機関は,地域諸集団を公民

館活動を通 して結集するものとなっており,同時

に,上述した自治会レヴェルの ､､親睦 ･文化的活

動､､を担っているものでもあるといえよう｡

しかし,分館活動と自治会活動との関係につい

ては,例えば,分館化が問題となりつつある地区

で出されている,従来自治会が行なってきた ､､親

睦 ･文化的活動"を分館に委譲し,自治会の活動

を t､行政補助活動､､に限定しようとする見解にみ

られるように,分館活動と自治会活動とを機能的

に分化すべきものなのか,それとも,両者の結合

を一層強化すべきものなのか,という検討すべき

問題が残されている｡この点については,分館活

動の実態把握を基礎とした今後の研究に委ねなけ

ればならない｡

以上のように,上田市の自治会活動は,先の自

治会活動の構図として示したものとの関連で言え

ば,多面的な諸活動が行なわれているという意味

で総合性を持ちえているといえるであろう｡しか

し,ここでの分析は,自治会活動の量的側面に力

点が置かれた把握に止どまっており,この総合性

の内容をなす諸活動それ自体とその相互連関の質

的な分析が要請されてこようし,また,上述の分

館活動との関連で出されていた,自治会活動の ､､

行政補助活動"への純化という形での機能分化論

のもつ意味も,この文脈において検討される必要

があろう.

(5) 自治会と自治体行政との関係

最後に,自治会と自治体行政との関係にみちれ

る諸特徴を検討していこう｡

まず,行政側からの自治会の位置づけであるが,

上田市の 『長期基本構想』では次のように述べら

れている｡すなわち,｢自治会は,市民と行政を結

ぶきずなである｡地域住民の活発なコミュニケ-

ショソにより,その意向が,自治会を通じて市政

に反映され,生活環境の整備,住民福祉の向上な

どが促進されなければならない｡このため,自治

意識の高揚と,自主性を尊重した行政との調和を

図るとともに,組織の育成強化を推進する｣(34

ページ)というのがそれである｡さらに,｢基本計

画｣においては,自治会に対する施策として,自

治会の適正規模と組織整備,自治会別地図の作成,

の2つのがあげられている (178ページ)｡みられ

るように,それは,自治会を行政と住民とを媒介

する組織として位置づけたうえで,その自主性と

住民の意向を代表する機能とに重点を置いた見解

として示されている｡

しかし,これは,後述するような自治会の現状

と対応する面もあるが,形式的な見解に止どまっ

ており,実態との隔りもあるように思われる｡と

りわけ,自治会を基礎的な行政単位として位置づ

けたうえで,(3)項の自治会運営の悩みのところで

みたような,そしてまた,(表15)(表16〉に例示

されているような,多くの業務を自治会に依託 し

ているという自治会と行政との関係の主要な側面

が,この見解では欠落してしまっている｡したがっ

て,この側面でみれば,行政にとっての自治会は,

多くの依頼業務を通して行政活動を遂行するうえ

での不可欠の存在となっており,その意味で,行

政の自治会への深い依存関係が形成されていると

いうのが実情であろう｡そして,事務委託料とい

う名目で各自治会に支給されている交付金が,こ

の状態を維持する役割を果たしているとみられる

のである｡

これに対して,自治会側からの行政との関係に
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(表20)行政-の陳情 ･要望の内容と件数およびその解決状況 ()内は%

地区東 南 中 北 西 城 堤 川辺 秤 秤 豊 中 東 ′=±=一良 西 別 川 計陳情項目 部 戟 央 部 部 下 尻 泉田 川 料 殿 堤田 堤田 土山 堤田 所 酉

道 道路改修舗装 2 5 2 5 5(19.2)5 1 9 ll 10 9 6 5 &..)4 2 3 85(14.3)(a).o)(llB)(Z).8) 25.0)(14.3)(32.1)(夢.9)(罪.3)(3.1)也).7)(訂.8) (a)ー8)CDL))C21.4)(別.2)

路問題 墓癌 ●通学路 2(14.3)5(a).o)03(12.5)00002(5.3) 1(3.2)2(6.3)2(6.9)001(7.7)0018(5.1)
幣 禦警鮎 00001(38)2lOt071(14.3)0004(125)1(3A)1(5.6)1(刀.o)0 1(10.0)0 12(3.4)

側溝整備 04(近.0)2(ll.8)2(8.3)3(ll.5)0 0 1(3.6)0 3(9.7)0000001(7.1)16(4.6)

橋梁建設 00000001(3,6)1(2.6)0001(5.6)01(7.7)02(14.3) 6(1.7)
上 下水道整備 3 2 1 01(3B)4 05 2 02 3 2 0 0 0 1 26

下歪 (aA)(8D)(5.9) a).0) (17.9)(5,3) (63)(幻.3)(ll.1) (7.1)(7.4)
上水道整備 00000000001(3.1)0 0 0 001(7.1) 2(0.6)

河川 .用水路整備 1 0 1 4 1(3B)0 1 4 8 5 2 4 3 1. 1 04 40(7.1) (5.9)06.7) (14,3)(14.3)¢1,1)(16.1)(6.3)(13月)(晩7)(Z).o)(7.7) (2B.6)(ll.4)

防 街路 (防犯) 02 4 1 1(3.8)1 02 1 2 1 1 1 0 0 1 0 18

:2-犯疏災問題 灯設置 (8.0)(23.5)(4.2) 5.0) (7.1) 2.6)(6.5)(3.1)(3.4)(5.6) (10.0) (5.1)

鈷 鍍 蓮設 03(12,0)01(4.2)1(3.8)001(3.6)6(15B) 4(12.9)01(3.4)1(5.6)0 3(刀.1)1(10.0)D 22(6.3)

防災対策 3(孔4)001ぐ4｣2)1(3.8)15.0)2(声.6)00001(3.4)000009(2.6)

交通安全対策 01(4.0)03(125)2(7.7)001(3.6)1(2_6) 2(6与)1(3.1)2(6.9)0000013(3.7)

施設 公民館改修 1 0 4 3 1(3.8)1 03 01 1 1 2 1 0 1 0 :孤
新設 (7.I) (23.5)(125) 5.0) (10.7) (3.2)(3.1)(3.4) 1.1)2).0) (10.0) (5.7)

(児童)公園 0 1 1 1 1(3.8)2 0001 3 2 1 01 2 1 17

逮読問題 新設 .整備 (4.0)(5.9)(4.2) no) (32)(9.4)(6.9) 5.6) (7.7)(a).o)(7.1)(4.8)

児童館新設 00001(3B)15.0)00001(3.1)1(3.4)000004(1.1)

保育所新設 0000015.0)0001(32)00000002(0.6)

運動場 .スポ-ツ施設 0 0 0 0015.0)1(14.3)1(3.6)12.6)02(6.3)1(3.4)0 0 0 007(2.0)

公害防止 .対策 001(5.9)02(7.7)00012.6)01(3.1)0000005(1.4)

補 助 金 増 税 0000000012.6)01(3.1)2(6.9)15.6)00005(1.4)
小中学琵碧苗題 00001(3.8)15.0)0012,6)00001.0)1(7.7)0 0 5(1A)

環 境 整 備 1(7.1)2(8.0)00 01(14.3)0000000001(7.1) 5(1.4)

そ の 他 1(7.1)0 1.(5.9)015.4)00025.3) 1(3.2)1(3.1)1(3.4)001(7.7)2(知.o)014(4.0)

計 14 Zi 17 21.D95)a) 7 2838乱9)31 32 29 18 5.0)1310 14 351(乳8)Ou).oO弧D cD.0)Q〔D.i)Qco.i) 000,O)QCD.0)(乱6)u).3) (畑.1)Qの.0)(奴8)(乱9)

解 決 件 数 6 B ll 14 135).0)6 1 9 21 12 ll 14 9 16(翁.め 5.(乱0)7 159(42.9)(52.0)(臥.7)fB.3) 3).0)(14.3)(32.1)5.3)(33.7)(3L4)(433)5).0) .0) (弧0)(香.3)

解決過程の件数 4 5 4 7Z).2)15.4)ll 3 13 9 15 ll &.o)8 36).0)5(乱5)1 5 117(3.6)(a).o)(刀.5) 5.0)(42.9)(如.4) .7)LB,4)31.4) 41.0) (lob)(35.7)(乱3)
未解決の件数 2 7 2 3 31.6)2 2 5 8 4 9 6 5.6)1 2 1 2 66(比3)(2B.0)(ll.8)12.5) 10.0)(3.6)07.9)ZLl) 12.9) .1)(乱7) .o)15.4)10,0)(14.3)(凪8)

N.A. 2(14.3)000 15.0)1Q4,3)1(3.6)0013.1)0000333.0)0 9(2.6)

回答自治全数 5 8 7 8 8 6 2 10 ll 10 9 9 5 1 5 3 3 110
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ついては,次の2つの側面からみることができる｡

すなわち,ひとつは,陳情 ･要望という形態での

地域要求の行政への提起として,もうひとつは,

行政からの依頼業務それ自体の自治会活動にとっ

ての評価として,の2つがそれである｡

前者についてみれば,(表20)のように,多面的

で個別的な地域要求が行政に対して陳情され要望

されている｡すなわち,その件数は,ここ数年 と

いう期間に行なわれたものだが,総計で351件であ

り,1自治会当りの件数は3.2件となっている｡ま

た,内容別では,｢道路の改修 ･舗装｣(24.2%),

｢河川 ･用水路の整備｣(ll.4%),｢下水道整備｣

(7.4%),｢消火栓設置･消防施設建設｣(6.3%),

｢公民館の改修 ･新設｣(5.7%),等がそれぞれ

20件を超えている｡その中で,道路整備に関わる

陳情が全体の39.0%を占めていることは,前項で

みた ｢道路の維持･改修･舗装｣が重点評価の トッ

プにランクされた自治会活動であったことと対応

するものであろうし,また,｢公民館の改修･新設｣

も分館の老朽化を反映した陳情内容であるとみら

れる｡

このような陳情･要望の多量性や多様性よりも,

むしろ,ここで重視しなければならないことは,

その解決率である｡提出された陳情 ･要望のうち

｢解決件数｣が45.3%,｢解決過程の件数｣が33.3%

であ り,両者を合わせると78.6%となっている｡

これは,陳情の内容とも関連していようが,全体

としてみれば,きわめて高い解決率 (要求の実現

率)であると言ってよいであろう｡

この要因としては,先に引用した F長期基本構

想Jでの､住民の意向が ｢自治会を通じて市政に反

映され｣とい う規定,すなわち,住民要求を集約

し,行政に提起する ､､窓口"として自治会が位置

づけられていることとの関連で,自治会からの陳

情 ･要望を行政が重視せざるをえないこと,さら

に重要なことは,行政が自治会からの陳情 ･要望

を受け入れ,その実現に努力することの対極に自

治会への業務の依託があること,換言すれば,依

頼業務と陳情 ･要望の重視とは対応関係をもって

いること,等が考えられる｡ この点が,前項で

触れた,｢住民生活に関する陳情･要望｣を中心と

した ､､政治的活動､､と ､､行政補助活動､､とが相互

関係をもっているとい うことの具体的内容であ

る｡

なお,く図5)は行政に対して重点的な実施を望

む施策について,5項目の選択回答を集計して図

化したものである｡調査対象が自治会長という一

定の年齢層に集中しているため偏 りはあるだろう

が,少なくとも自治会長レグェルの地域問題認識

と行政施策に対する要望の内容の一端を示す参考

資料にはなろう｡

次に,後者つまり行政からの依頼業務の評価を

めぐっては,行政に望むことおよび自治会のある

べき姿についての自由回答の中から,行政と自治

会との関係に関する20の意見を抽出し,それらを

さらに5校型にまとめた く蓑21)が参考になるO

それによれば,まず,(類型 1)の意見は依顔業

務の多い現状を否定的に指摘しているものである

が,その中で,意見(4)は市街地と旧村における自

治会運営の違いをこれも否定的にみているという

論点を含んでおり,地域の歴史的形成過程とそれに

規定された自治会のあ り方の相違性を示唆する意

見である｡(類型 2)紘,行政末端機関としての自

治会という位置づけを承認したうえで,それに対応

するような自治会内部の改良,具体的には,交付

金の増額,統一的な事務機関の設置,等を求め

提案する意見である｡また,〈炉型3)は,行政末

端機関としての自治会の機能の問題点を指摘する

点では (類型 1〉と同様であるが,その指摘を踏

まえて,依頼業務の削減ないし簡素化,交付金の増

額,等の改善を求める意見 となっている｡さら

に,(類型 4)は,行政からの依頼業務とともに独

自の自治会活動を重視する意見である｡最後の(質

型5)は,行政から自律した自治会活動を求める

意見であり,そこでは,自治会の本来あるべき姿

が理念的にであるが提起されており,これと現状

における行政との関係が対立的なものとして捉え

られているのである｡

以上のような諸側面にみられる自治会と行政と

の関係を整理してみれば,活動の面でみるかぎり,

行政から自治会への業務委託と交付金の支給,お

よび,自治会から行政への陳情 ･要望の提出とそ

の実現,という2つの流れの対応関係が,その主

要な側面であるということができるであろう｡し

かし,この自治会と行政との関係についての自治

会長レグェルでの評価は,決して一様ではない｡
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(図7)行政施策の重点評価(全市総合 )(M.A.) (%は回答自治会数に対する比)

5040302010
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そこには,一方で,行政末端組織 としての自治会

を承認し,その方向での改良を求める意見があり,

他方では,自治会本来の姿を歪めるものとして行

政の下請業務を否定的に捉える意見があり,さら

に,その中間的なものとして,下請業務と自治会

活動との調和を求め,また,現状の部分的改良を

求める意見も存在している｡

したがって,ある意味で制度化された自治会と

行政との関係と,それに対する個々の自治会(長)

の肯定的および否定的な評価との関連性について

の検討,とりわけ,自治会の行政からの自律性を

主張する意見にみられる ､､自治会の本来あるべき

姿uの具体的な内容の検討,が今後の解明される

べき課題となってくるであろう｡

Ⅰll 上田市自治会の特質と今後の課題

上田市自治会の現状を,その組織構成と歴史,

自治会長の属性,自治会の運営と活動の特徴,お

よび,行政との関係,の諸側面について既述して

きたが,ここでは,それらの諸側面を通して現わ

れている上田市自治会の特質を, Ⅰで示した自治

会分析の課題,すなわち,行政一一自治会-一地

域生活問題の相互連関において自治会を分析する

という課題,に即して整理し,そのことを踏まえ

ながら,今後の課題を明確化していくことにしよ

う｡

まず,上田市の自治会活動の取 り組み状況とい

う量的な側面でみるかぎり,｢地域管理｣に関わる

諸活動を基底としつつ,陳情 ･要望という形態を

中心とする ､､政治的活動､､,お祭 り･盆踊 りや運

動会 ･スポーツ大会等を主な内容とする "親睦 ･

文化的活臥 ､と当該自治会の範域に存在する地域

諸集団の ､､育成･援助活動",さらに,自治会で遂

行される仕事の中で大きなウェ- トを占めてい

る､､行政補助活動",等の多面的で総合的な諸活動

が展開されている｡そして,それらの諸活動の中

で,全体的な位置づけを欠いているという意味で

個別的な地域要求も,単位自治会および地区連合

会の2つのレグェルで,陳情 ･要望という形態で

はあれ,取 り上げられており,そこに自治会の地

域生活問題への一定の対応がみられる｡

しかし,これらの自治会活動,とりわけ,地域

生活問題に対応する陳情 ･要望活動は, 自治会の

行政末端機構化を主要な側面として,換言すれば,

自治会-(個別的要求の陳情 ･要望)一行政一(事

務委託料 ･業務委託)-自治会,といった循環過

程を通して形成される制度化された対応関係の枠

内で基本的には行なわれているとみられるのであ

る｡そして,このことは,行政による自治会のそ
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(表21)行政 と自治会 との関係についての意見

意見番号 意 見 内 容 地区

く類型 1〉現状を否定的に指摘 している意見

(1) 行政 .その他の税関からの依頼業務が多い. 北部

(2) 役所 よ り自治会に依頼することがあま りにも多すぎるo 東部

(3) 自治会 の将来の姿を検討す る必要があるo現在､市の行な う仕事が自治会に移籍されて 神科いるo

(4) 旧市の 自治会運営は､ ともすれば本来の自治を破壊 し､ 自治会活動を陳情 .苦情伝達に 西塩田終始 させているようであるo

く類型2〉行政末端機関としての自治会を承認 した うえで､その内部の改良を求める意見

(5) 自治会は 自治体行政の末端であるので通達.伝達の仕事は しかたがないo 北部
そこで､自治会の連絡枚横を整備 し､自治会内に事務的梯関を設置 してもらいたいo

(6) 市の仕事代行が大半であるので､補助金を大幅に高 くし､自治会長は､市長直括 とすべ 川辺 .泉田きであ るo

(7) 行政が 自治会を基盤 として政治をす るのならは､ 自治会のしくみを統一する指導をし､ 川西役員の給与 も考慮するべきであるo

(類型 3〉行政末端楼関としての機能の問題点を指摘 し､その改善を求め る意見

(8) 自治会は､行政の下請機関ではないので､それ らの業務を減 らしてほ しいo 神川

(9) 現在の 自治会は､少ない交付金 (事務委託金 )によって､市の下請機関以外の何 もので 西部もなくなっているo

下請枚閑 としても､交付金を増額 してほ しいo

(10) 行政か らの俵煩業務が多いので､ 自治会独 自の活動ができな く､役員のな り手 もな く､ 南部
補助金 も少 ないので､増額 して もらいたいo

(ll) 市お よび関連株閑からの委託事務が非常に多 くなってきているので､事務簡素を徹底 してほ しいo 西部

(12)市民課 とのつなが りに問題があるo雑多な仕事が多いので､専従を設けるべ きであるo 神科

(13) 自治会 にた よることな く､行政の中で処理をしてはしいと思 うo 中央

(炉型 4〉行政依板業務 主ともた独 自の活動を重視す る意見

(14) 自治会は､単に行政撰関の依板業務に止どまらず､地域に適合 した社会活動を行ない､ 豊殿
住み よい楽 しい､明るい自治会づ くりをする必要がある.

(15)下請業務は､ 自治会活動の一つであるが､_それに止どまらず､自発的な文化活動を掘 り 東部
おこすべ きであるo (社会福祉､募金等ほ圧力のように感 じられるo )

(類型5〉行政から自律 した自治会活動を求める意見

(16) 自治会は､本来､ 自治会構成員である区民の意志の発露によって自主的に運営 されるベ 中央きものであるo市から､事務委託料が支出されることで､市行政の末端連絡機能が過重

となって､自治活動を拘束していることは否めないo

(17)本来､ 自治会は､住民の力を もって住み よい環塙を形成 してい くべ きであ り､行政に追 中央
い回される様では､ 自治 とは程遠い ものとなってしまうo

(18)自治会は､行政の下請ではな く､ 自らが参加 し､ 自らの組織であることを定着 させ､民 塩尻
主的運営が陳障 されるべ きであるo

(19)行政 との関係はある程度必要であるが､下請機関ではないO これか らは､青 .壮年者を 東部
結集 し､地域社会の活動を盛んにしてい くべ きであるo

(2の 現在の自治会活動は､中央に支配され､独 自の自治活動は､微々たるものとなっているo 東塩田会員の 自~治会-の関心 と愛情を喚起 し､経済的基盤を確立 し､ 自治会独 自の理想を志向
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の行政活動内部-の包摂を意味していよう｡した

がって,上田市自治会のひとつの,しかも,主要

な特質は,この行政活動への自治会の包摂という

点にみられると言 うことができるであろう｡

同時に宕過しえないのは,自治会と行政とのこ

の関係の評価をめぐっては,これを肯定的にみる

ものだけではないということである｡すなわち,

まず,自治会と行政との関係についての意見では,

自治会の行政末端機関化を承認する意見もみられ

るが,全体としては,両者の対立的側面について,

積極的には,自治会の行政下請機関化と ｢本来の

自治｣(意見(4))ないし ｢独自の自治活動｣(意見

伽))との間の矛盾として,消極的には,現状にお

ける部分的改良を求める意見として,把捉されて

いること,また,過半数の自治会が,自治会運営

の悩みとして ｢他からの依頼業務が多い｣ことを

挙げていること,さらには,自治会活動の重点評

価での ､､行政補助活動"が,その活動頻度の高さ

にもかかわらず,相対的に低い評価しか与えられ

ていないこと,等の事実は,この行政による自治

会の包摂が,自治会長レグェルでのその評価をみる

かぎり,内部に矛盾 ･対立を季みながら展開され

ている,ということも意味しているとみることが

できるのである｡

このような矛盾 ･対立が,いかなる方向で解決

されていくのか,例えは,先の意見にみられるよ

うな,交付金の増額,専門員の配i邑 組織整備,

事務簡素化,等の部分的改良によって行なわれる

のか,あるいは,行政から自律したところでの｢本

来の自治｣や ｢独自の自治活動｣が強化される形

で行なわれるのか,それとも他の方向においてか,

という問題は,上田市自治会をめぐる中心的な問

題のひとつになろう｡そして,このことは,自治

会そのものに関わる住民の階層構成と要求水準,

リーダー層の性格についての分析と密接な関連を

もってくるであろう｡何故なら,この分析が,自

治会活動の,したがってまた,問題解決の主体の

分析という性格をもつからである｡

さて,今後の課題としては,既にⅠのところで

触れたこととも関連するが,次の3つのものがそ

の基本となる｡

すなわち,第 1に,これまでの分析が主として

上田市自治会の全体的なそして量的側面の分析に

止どまっていることと関わって,そこから得られ

た特質を具体的なレグェルに下ろして検証する課

題である｡これは,IIの(1)項で炉型化した地区の

地域的特性に対応するい くつかの典型的と見倣し

うる単位自治会を選定し,それらについての総合

的で綿密な調査研究を行なうこととして課題化さ

れる｡そして,その中で,役員層に止どまらず構

成員の自治会活動の関与等の実態とともに,｢地域

管理｣の担い手としての自治会のあり様が解明さ

れる必要があろう｡

第2の課題は,地区という圏域がもつ位置と意

味の検討である｡これには,さらに次の2つの課

題が含まれている｡ひとつは,地区が,単位自治

会からの個別的要求を集約することのみに止どま

らず,当該地区の地域生活問題を解決していくた

めの計画形成の単位として機能しうるかどうかの

検討であり,もうひとつは,この計画形成を担 う

主体の分析である｡これを換言すれば,現在の地

域生活問題は,道路 ･交通問題をその典型として

いるように,個別の自治会の対応だけでは処理し

えず,一定の広域的な対応が不可欠なものとなっ

ており,地区がこのような対応の単位および主体

として機能しうるかどうかを検討していくという

のがこの課題となろう｡

第3に,他の地域諸集団と自治会との関連を分

析していく課題がある｡ これまでの分析では,千

ども会 ･婦人会 ･老人会等の地域諸集団を自治会

の ､､下位集臥 ､として扱ってきたが,それらの諸

集団の独自の活動,および,ボランタリーなアソ

シ--ション的諸集団と自治会活動との関連が解

明されねばならない｡また,そこでは,公民館活

動と自治会活動との相互連関の分析が重視される

必要があろう｡

これらの諸課題に即した上田市自治会の次の段

階での調査研究とその分析については,他日を期

した い｡

(1982年 6月14日)

く追記)

この調査に対して,多くの自治会長諸氏の協力と資料の

提供を待たこと,また,事例として選定した地区の連合会

長諸氏には,長時間のヒアリングに協力して頂いたこと,

さらに,渡辺祥子 ･大柿喜久枝 ･若浜真書 ･矢野浩 ･橋本

澄人 ･矢部勇二 ･金子糞枝子 ･戸崎共子 ･坂根満の各君に
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は,調査員としてヒ7.)ソグ･集計作業に積極的な協力を

得たこと,を記 して謝意に代えたい｡
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